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回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） 17,336 18,327 19,674 21,750 22,820

経常利益 （百万円） 1,645 1,812 1,834 2,707 2,563

親会社株主に帰属する当期

純利益
（百万円） 1,098 1,239 1,271 2,003 1,877

包括利益 （百万円） 1,214 1,094 977 2,353 1,983

純資産額 （百万円） 18,042 18,625 19,199 20,979 22,651

総資産額 （百万円） 25,947 26,751 27,251 30,645 32,354

１株当たり純資産額 （円） 4,096.39 4,307.78 4,469.08 4,958.91 5,351.57

１株当たり当期純利益 （円） 249.38 285.02 295.95 471.20 443.68

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 69.54 69.62 70.45 68.46 70.01

自己資本利益率 （％） 6.25 6.76 6.72 9.97 8.61

株価収益率 （倍） 9.21 7.54 7.10 7.87 7.47

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） 1,073 5,187 652 1,298 162

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） △347 △582 △376 △1,033 △788

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー
（百万円） △274 △526 △417 △587 △490

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 3,395 7,472 7,326 7,005 5,885

従業員数
（人）

478 477 493 505 523

（外、平均臨時雇用者数） (123) (118) (117) (119) (112)

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。

２　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第84期の期

首から適用しており、第83期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっています。

３　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適

用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と

なっています。
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回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） 16,698 17,249 19,137 20,652 21,786

経常利益 （百万円） 1,604 1,714 1,791 2,592 2,384

当期純利益 （百万円） 1,087 1,188 1,232 1,931 1,747

資本金 （百万円） 810 810 810 810 810

発行済株式総数 （株） 4,776,900 4,776,900 4,776,900 4,776,900 4,776,900

純資産額 （百万円） 17,943 18,527 19,182 20,701 22,188

総資産額 （百万円） 25,395 26,339 26,853 30,045 31,583

１株当たり純資産額 （円） 4,073.92 4,285.18 4,465.23 4,893.18 5,242.15

１株当たり配当額

（円）

65.00 80.00 85.00 110.00 117.50

（うち１株当たり中間配当

額）
(30.00) (40.00) (40.00) (45.00) (47.50)

１株当たり当期純利益 （円） 246.98 273.21 286.78 454.22 412.89

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 70.66 70.34 71.43 68.90 70.25

自己資本利益率 （％） 6.23 6.52 6.53 9.69 8.15

株価収益率 （倍） 9.30 7.87 7.32 8.17 8.03

配当性向 （％） 26.32 29.28 29.64 24.22 28.46

従業員数
（人）

450 448 453 457 471

（外、平均臨時雇用者数） (119) (111) (105) (108) (105)

株主総利回り （％） 120.2 116.8 118.6 206.1 192.0

（比較指標：配当込み

TOPIX業種別指数〔機械〕）
（％） (118.3) (103.0) (91.5) (146.3) (140.8)

最高株価 （円） 2,401 2,499 2,488 4,400 4,000

最低株価 （円） 1,825 2,050 1,990 2,027 3,235

(2）提出会社の経営指標等

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していません。

２　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第84期の期

首から適用しており、第83期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっています。

３　最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。

４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用し

ており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってい

ます。
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年月 沿革

1955年３月 株式会社電業社原動機製造所が株式会社電業社機械製作所（資本金60百万円）を設立

1955年６月 株式会社電業社原動機製造所を水車部門（東京工場関係）とポンプ、送風機、ディーゼル機関等の産業機

械部門（三島工場関係）とに分割し、前者を株式会社東芝が、後者の業務一切を当社が承継

1955年６月 株式会社電業社原動機製造所より、扶桑商工株式会社の株式を譲受

1961年８月 ユニオンポンプの販売を目的として、米国ユニオンポンプ社との合弁会社、日本ユニオンポンプ株式会社

を設立

1961年10月 東京証券取引所市場第二部に上場

1973年11月 三島工場に大型ポンプ試験設備を増設

1979年７月 当社の製造する機械の据付工事施工を目的として、電業社工事株式会社（現連結子会社）を設立

1985年４月 当社の製造する機械の販売を目的として、既存の扶桑商工株式会社を株式会社電業社商事と改称

1987年４月 東京都大田区蒲田に本社を移転

1989年８月 東京都大田区大森北に本社を移転

1995年11月 三島事業所に新社屋（事務技術棟）を新設

2001年６月 日本ユニオンポンプ株式会社清算結了

2003年６月 排水、堆肥化処理装置、しゅんせつ工事に関する装置など環境関連機器の製造及び販売を目的として、株

式会社エコアドバンス（現連結子会社）を設立

小型ポンプの製造、販売を目的として、株式会社電業社オリディアを設立

2005年９月 株式会社電業社商事の清算結了

2006年３月 株式会社電業社オリディアの清算結了

2009年３月 三島事業所に高圧ポンプ・ブロワ工場を新設

2014年10月 インド国内における当社の営業支援及び購入調達支援、その他、インドにおける当社の設計業務、据付・

試運転等に関する業務、インド市場調査業務の実施を目的として、ＤＭＷインド社（現連結子会社）を設

立

2015年５月 ＤＭＷインド社（現連結子会社）が主にインド国内における小型APIポンプ等の製造、販売を行うことを

目的として、増資を実施

2017年７月 ＤＭＷインド社（現連結子会社）がプネ市に工場を新設

2019年７月

2022年４月

2022年４月

ＤＭＷインド社（現連結子会社）がプネ工場の設備増強を目的として、増資を実施

東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所スタンダード市場に移行

ＤＭＷインド社（現連結子会社）がプネ工場の設備増強を目的として、増資を実施

２【沿革】

提出会社は、1910年東京市小石川区関口水道町において水力発電用水車、一般動力用水車及び各種ポンプの製造を

目的とする会社として、現在の株式会社電業社機械製作所の前身である「電業社」が水車製造部を新設し、製造を開

始しました。

その後、1915年に「株式会社電業社水車製造所」に改称、1919年には「株式会社電業社水車製造所」が出資し、東

京府豊多摩郡代々幡町幡ヶ谷において水力発電用水車、一般動力用水車及び各種ポンプの製造販売を目的とする「株

式会社電業社原動機製造所」を設立しました。

株式会社電業社機械製作所設立以後の企業集団にかかる経緯は次のとおりです。

　（注）ＤＭＷインド社（現連結子会社）は、DMW CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITEDの日本語呼称です。
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製品分類 品目区分 製品名・商標名ほか 主な用途

ポンプ

産業用ポンプ

横軸水平２つ割多段ポンプ プロセス用、海水淡水化事業用

横軸バレル型多段ポンプ プロセス用、工業用

横軸片吸込単段渦巻ポンプ プロセス用、工業用

横軸両吸込渦巻ポンプ 工業用冷却水用、プロセス用

プランジャポンプ プロセス用、工業用

大型ポンプ

立軸斜流ポンプ 発電プラント用、海水取水用、雨水排水用、下水道用

立軸軸流ポンプ 農業用水用、雨水排水用、下水道用

立軸多段ポンプ 発電プラント用、海水取水用

減速機搭載型立軸一床式ポンプ　“ラムダ” 農業用水用、雨水排水用、下水道用

横軸斜流・軸流ポンプ 農業用水用、雨水排水用、下水道用

渦巻斜流ポンプ 農業用水用、上水道用、雨水排水用、下水道用

チューブラポンプ 農業用水用、雨水排水用、下水道用

スクリューポンプ 雨水排水用、下水道用

二重反転式軸流ポンプ　“アクロ” 農業用水用、雨水排水用、下水道用

渦巻ポンプ

片吸込渦巻ポンプ 農業用水用、上水道用、設備給水用

両吸込渦巻ポンプ 農業用水用、上水道用

自吸式両吸込渦巻ポンプ　“ホキレス” 農業用水用、上水道用

スクリュー式渦巻ポンプ 下水道用

水中ポンプ

水中モータポンプ 農業用水用、上水道用、雨水用、下水道用

深井戸用水中モータポンプ 設備給水用、海水取水用、農業用水用、上水道用

緊急排水用水中モータポンプ

（プルアウト式水中モータポンプ)
農業用水用、雨水排水用

送風機

ファン

遠心ファン 発電プラント用、石油・化学用、肥料プラント用、鉄鋼用

片吸込２段遠心ファン 発電プラント用、石油・化学用、肥料プラント用

軸流ファン 道路トンネル換気用

ジェットファン 道路トンネル換気用

ブロワ

鋳鉄製多段ターボブロワ 石油・化学用、鉄鋼用、下水道用

鋼板製多段ターボブロワ 石油・化学用、鉄鋼用、下水道用

高速単段ターボブロワ 石油・化学用、肥料プラント用、下水道用

片吸込単段ブロワ 発電プラント用、石油・化学用

バルブ

ロート弁 流量調整用、締切用

ハウエルバンガーバルブ ダム・貯水池余水放流用、流量調整用、管理放流用

エア・アシスト型省エネ逆止弁　“ＡＡチェッキ” 下水道用

その他

逆浸透膜法海水淡水化施設用エネルギー回収

装置　“ＤｅＲＯｓ”
海水淡水化事業用

水中計測装置 ＊ 河川や湖沼、沈砂池の水底地形計測

パス・ツール ＊ 有機性廃棄物の発酵・分解

サブマード工法 ＊ 河川や湖沼、沈砂池の清掃作業

乾式満水ユニット　“アントリア” 横軸ポンプの無水化

ミストセパレータシステム　“ＭＳＳ－α” ブロワのオイルミスト吸収用

３【事業の内容】

　当社グループは、株式会社電業社機械製作所（当社）並びに子会社の電業社工事株式会社、株式会社エコアドバン

ス及びＤＭＷインド社の４社によって構成されており、風水力機械、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装

置・廃棄物処理装置、配電盤・電気計装制御装置・電気通信制御装置等の製造・販売、据付工事及びこれらに附帯す

る業務を主な事業内容としています。

　当社グループの主要取扱製品及び事業系統図は次のとおりです。

(1)主要取扱製品

＊ … 株式会社エコアドバンスの取扱製品を示します。（その他については当社の取扱製品です。）
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(2)事業系統図

名称 住所 資本金
主要な

事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

電業社工事株式会社 静岡県三島市

百万円

20

風水力機器等の保

守、点検等
100.0

当社製品の保守・点検等

を行なっています。

（連結子会社）

株式会社エコアドバンス 静岡県三島市

百万円

30

排水・堆肥化処理

装置、しゅんせつ

工事に関する装置

など環境機器の製

造、販売

100.0

当社製品の販売、仕入を

行なっています。また、

当社より設備の貸与を受

けています。

（連結子会社）

ＤＭＷインド社

インド　マハーラー

シュトラ州

ムンバイ市

百万

ルピー

317

ポンプ等の製造、

販売等

100.0

(0.02)

当社製品の販売、仕入等

を行なっています。

４【関係会社の状況】

（注）１　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数です。

２　ＤＭＷインド社は特定子会社に該当しています。
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2022年３月31日現在

名称 従業員数（名）

株式会社電業社機械製作所 471 (105)

電業社工事株式会社 15 (0)

株式会社エコアドバンス 7 (4)

ＤＭＷインド社 30 (3)

合計 523 (112)

2022年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

471 （105） 40.5 17.6 6,913

５【従業員の状況】

(1）連結会社における状況

　当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市場等の

類似性から判断して単一セグメントであるため、セグメント情報は記載していません。

　当連結会計年度における従業員数を会社別に示すと次のとおりです。

　（注）臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しています。

(2）提出会社の状況

　当社は、風水力機器の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市場等の類似性か

ら判断して単一セグメントであるため、セグメント情報は記載していません。

　（注）１　臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しています。

２　平均年間給与は、基準内賃金のほか時間外手当等の基準外賃金及び賞与を含んでいます。

(3）労働組合の状況

　提出会社の労働組合に関しては、三島事業所の従業員により組織される唯一の労働組合があり、JAM静岡 電業社

機械製作所労働組合と称し、組合員は2022年３月31日現在で245名です。2002年４月１日付でJAM静岡に加盟してい

ます。なお、本社、支店、営業所並びに連結子会社には労働組合はありません。

　電業社機械製作所労働組合とは正常かつ円満な労使関係を維持しています。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1）経営方針

　「物作りの技術を中心とした企業活動」を行う「技術創生」をコアコンセプトとして掲げ、以下の4つの経営理念

により将来とも発展することを目指します。

　①「社会貢献」

　　　独自の技術を駆使してより良い製品を創り、社会の進歩に寄与します。

　②「人間中心」

　　　株主・社員はもとより、地域や社会・世界の人々のために活動します。

　③「環境貢献」

　　　自然と共存する技術を目指し、地球環境の向上に寄与します。

　④「人材育成」

　　　社員の自己啓発を支援し、自らの役割と価値を創造しうる人材の育成に努めます。

(2）経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　　各国において新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や治療薬の普及に伴い、感染拡大の影響が徐々に緩和し

ていくことにより、消費主導の景気回復が期待されるものの、引き続き、感染再拡大への警戒が必要であり、加え

て、ウクライナ情勢を受けたエネルギーや一次産品の世界的な供給制約の長期化とインフレの高進が懸念されるな

ど、依然として先行き不透明な状況が継続するものと思われます。

　　このような状況下で、当社グループの受注については、政府による国土強靭化基本計画の実行や経済対策として

予算化された公共インフラ設備の受注を進めることに加え、脱炭素化社会に向けた省エネルギーや生産性向上を目

的とする設備の更新需要などに対して、当社が競争優位性を持つ得意分野を中心に、技術力を生かした受注活動に

注力して需要を確実に取り込む必要があると考えています。

　　また、財務上の課題として、健全な財務体質を維持しつつ、省エネルギーや生産性向上に資する設備投資や研究

開発活動などの事業への投資と株主への還元に関し、適正な資産配分を行うことが課題と考えています。

　　中長期的な取り組みとしては、2020年度からスタートした「中期経営計画2022 D-Active」を鋭意推進してお

り、世界人口の増加に伴う水需要の増大を見据えた海水淡水化ビジネスの確立など、市場変化への適応策を盛り込

み、順調に成果を上げてまいりました。「中期経営計画2022 D-Active」の最終年度となる2022年度は、達成・成

就等を意味するAchievementをキーワードに掲げ、世界的な使命であるカーボンニュートラルの達成に向けたCO2削

減の提案などを通じて、DMWブランドを浸透させ、熱い思いで自らが牽引者となり、選ばれる企業への変身を目指

してまいります。

　　中期経営計画のビジョン、基本戦略、目標とする経営指標は以下のとおりです。

＜ビジョン＞

「DMWブランドを浸透させ、熱い思いで自らが牽引者となり、選ばれる企業へ変身する」

①DMWブランドの浸透でプレゼンスを確立する

②ポンプ・送風機市場で、グローバルニッチトップ企業を目指す

③お客様のニーズに即した製品とサービスで社会に貢献する

＜基本戦略＞

①海水淡水化ビジネスの確立

・第4のビジネスとしての市場におけるDMWの認知度アップ

②独創的な製品開発とビジネスモデルの確立

・社会とお客様の変化に対応した新たな製品開発

③ストックビジネスの増強とメンテナンス体制の確立

・お客様のニーズや社会の変化に対応した付加価値提案の充実

・ストックビジネスを足掛りに、次代に繋がる新規案件の受注

④人的資源の活性化

・社員総活躍企業を目指したマルチタスク人材の育成

・ダイバーシティーの推進

⑤SDGsを推進し持続可能な社会の実現に貢献

・温室効果ガス排出量を削減し、気候変動抑制に寄与

・培った技術力と人材の育成と活躍で企業の持続的発展

・当社技術を活用した製品・サービスで環境負荷の低減

・国際社会への貢献と地域社会との共存・調和で生活の質の向上
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連結経営数値目標

受注高 250億円

営業利益  25億円

売上高営業利益率    11％

ROE    ９％

⑥「新しい生活様式」に則した働き方の新しいスタイルの推進

・テレワークや時差出勤でゆとりある勤務の実施

・少人数やオンラインでの効率的な会議の実施

⑦組織統治の強化と公正な事業慣行の実践により企業価値の最大化

・リスクマネジメントの強化とコンプライアンスの充実

・公正な取引の遵守とサプライチェーンマネジメントの徹底

＜目標とする経営指標＞

　「中期経営計画2022　D-Active」において目指す連結経営数値目標は、次のとおりです。

項目 リスク 当社の対応

1 市場の動向と収益環境の変

化に伴うリスク

　当社グループの業績は公共事業の占め

る割合が高いため、公共投資の減少基調

が続きますと、企業間競争が激しくな

り、収益環境を悪化させる可能性があり

ます。

　国内民需および海外市場向けに経営資

源をシフトすることに加え、官需向けで

はストックビジネスの営業を強化しま

す。

　当社グループは製品の製造を主体とし

ているため、鉄鋼等の原材料の価格高騰

により、製造コストが増加し業績を悪化

させる可能性があります。

　定期的に原材料価格の変動を調査・注

視しており、ショートインターバルで製

品原価へ反映しています。また、為替リ

スクに対し、適宜、為替予約等によるリ

スクヘッジを行っています。

　原油価格の急激な変動などによるプロ

ジェクトの凍結や為替レートの変動によ

りコストが増加し業績を悪化させる可能

性があります。

　市場の多様化を進めるとともに、当社

製品の品質や技術力を優先していただけ

る顧客へのシフトを進め、製品の信頼性

を確保するために、単なる価格競争は回

避します。なお、受注した案件について

は、為替リスクに対し、適宜、為替予約

等によるリスクヘッジを行っています。

2 原材料・部品及び機器の調

達難

　原材料・部品及び機器の調達に支障を

きたした場合、製品の製造や販売が困難

となり、業績を悪化させる可能性があり

ます。

　常にサプライチェーンのリスクアセス

メントを実施するとともに、代替え調達

できるサプライヤーの確保も進めてお

り、リスクの分散化を行っています。

3 海外事業に伴うリスク 　国際情勢の変化による紛争の勃発や感

染症などによりサプライチェーンの遮断

やプロジェクトの遂行に支障が出るリス

クがあります。

　海外拠点や現地商社との情報交換やサ

プライチェーンの多様化を図ります。感

染症等についてはIT機器の導入推進によ

る業務継続などを対応策としています。

4 有価証券の保有に伴うリス

ク

　当社グループは、将来の資金需要に対

する待機資金の有効活用のために、資金

を有価証券として保有します。

　今後の経済情勢・株式市場・為替レー

トの動向によって有価証券の時価が下落

し、営業外費用が増加した場合、業績を

悪化させる可能性があります。

　リスクを軽減するために、保有する有

価証券については、選定方法を規程に定

めており、外国為替レートの影響を受け

ない銘柄を選定することや保有期間の限

定などの制限をしています。

２【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
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項目 リスク 当社の対応

5 災害やインフラの障害に伴

うリスク

　当社グループの事業所は、静岡県三島

市にあり南海トラフ地震防災対策推進地

域に指定されています。

　大規模な自然災害に見舞われた場合に

は、操業に支障が生じ業績に影響する可

能性があります。

　事業継続対応については、BCP基本方

針を定め、三島事業所が地震等により被

害を受けた場合を想定し、同種の企業と

緊急時相互支援協定を結んでいます。

6 製品やサービスについて 　当社グループが提供する製品やサービ

スに重大な瑕疵や欠陥があった場合、多

額の賠償の責任を負う可能性があり、そ

れが業績に重大な影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、そのような事態が発生した場合

には、当社グループに対する社会的評価

及びブランド価値の低下を招き、売上を

減少させる可能性があります。

　当社グループが従来から取組んでいる

製品の品質保証活動とブランド意識向上

に向けた取組みが不適合製品の減少に資

することが確認できるため、引続きこれ

らの活動に注力していきます。

　また、万一の無償保証工事費用の発生

に備え、製品保証引当金を計上していま

す。

7 法的規制等について 　当社グループは主に、風水力機械、海

水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処

理装置・廃棄物処理装置、配電盤・電気

計装制御装置・電気通信制御装置等の製

造販売をしており、通商、私的独占の禁

止、知的財産、製造物責任、貿易及び外

国為替管理、環境・リサイクル関連の法

的規制を受けています。

　また、輸出先の各国においては輸出入

規制、為替の決済規制等、さまざまな政

府規制の適用を受けており、これらの規

制の動きによっては業績に影響を及ぼす

可能性があります。

　当社グループ内において法令遵守の徹

底を図るとともに、法令改正等には事前

準備が出来るよう相談先を確保していま

す。

8 情報セキュリティについて 　基幹業務システムのハード及びソフト

の障害や、サイバー攻撃などの被害を受

けることによって、業務やサービスの遅

滞や停止、重要な情報の漏洩などが発生

する可能性があります。

　事業継続の観点からサーバのクラウド

化やシステムのバックアップ対策を強化

し、有事の際に復旧できる仕組みを構築

しています。また外部からのサイバー攻

撃に対し、防御するソフトの導入に加

え、社員へのセキュリティ教育と訓練を

実施しています。

9 新型コロナウイルス感染症

について

　新型コロナウイルス感染症の流行状況

によっては、当社グループ、顧客、取引

先における事業活動の制限等の影響によ

り、当社グループの業績等に影響が生じ

る可能性があります。

　毎朝の検温、手指の消毒、マスク着

用、リモート会議の積極活用等を実施し

ています。

　また、当社グループ製品の据付・試運

転等を行う国内の現地工事サイトにおい

ても、関係省庁のガイドライン及び当社

が設定した安全ルールを工事業者等、関

係先と共有し、感染症防止対策を図って

います。

　万一、当社グループの従業員等に感染

者が発生した場合には、対応フローチャ

ートおよび保健所等の関係機関の指示に

従い、必要なアクションをとることとし

ています。

- 9 -



３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用してい

ます。

　これに伴い、前連結会計年度と収益認識の会計処理が異なることから、当連結会計年度における経営成績に関す

る説明は、売上高又は営業利益等については前連結会計年度と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せず

に説明しています。

　詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」に記載

のとおりです。

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」と

いう。）の状況の概要は次のとおりです。

①財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度における世界経済は、米国や中国経済の回復、各国における新型コロナウイルス感染症のワクチ

ン接種普及により、全体として持ち直しの動きが続きました。一方で、世界的な半導体の供給不足、原材料やエネルギー

価格の高騰、新たな変異株の蔓延によるサプライチェーンの停滞等により、夏場以降の回復ペースに鈍化が見られ

たほか、ウクライナ情勢の緊迫化によるエネルギーの供給不足、より一層の価格高騰等が懸念されるなど、先行き

は依然として不透明な状況が続いています。わが国経済については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と緊急事態

宣言、まん延防止等重点措置の発令が繰り返された中で、個人消費や設備投資などで持ち直しの動きが続いたもの

の、半導体の供給不足の影響などにより、生産では回復の動きに足踏みがみられました。

　このような中で、当社グループの当連結会計年度における受注額は、前連結会計年度のような超大型案件がなかった官

需部門と新型コロナウイルス感染症拡大の影響で発注時期の遅れ等があった海外部門が前年同期に比べて減少したこ

となどから、前連結会計年度比89.1％の24,170百万円となりました。

　また、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

（a）財政状態

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,708百万円増加し、32,354百万円となりました。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、9,703百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,671百万円増加し、22,651百万円となりました。

（b）経営成績

　売上高は、22,820百万円（前連結会計年度売上高21,750百万円）を計上しました。

　利益については、営業利益は2,425百万円（前連結会計年度営業利益2,547百万円）、経常利益は2,563百万円

（前連結会計年度経常利益2,707百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,877百万円（前連結会計年度親会

社株主に帰属する当期純利益2,003百万円）となりました。

　また、期末受注残高は前連結会計年度比98.5％の25,035百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,885百万円となり、前連結会計年度末より1,119百万円減少

しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、162百万円の増加（前年同期　キャッシュ・フローの増加1,298百万円）と

なりました。

これは、売上債権の増加3,087百万円、法人税等の支払額863百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前

当期純利益2,620百万円、仕入債務の増加692百万円、減価償却費530百万円、棚卸資産の減少98百万円などの増加

要因が多かったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、788百万円の減少（前年同期　キャッシュ・フローの減少1,033百万円）と

なりました。

これは、投資有価証券の売却による収入78百万円などの増加要因があったものの、有形及び無形固定資産の取得に

よる支出749百万円、投資有価証券の取得による支出120百万円などの減少要因が多かったことによるものです。
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部門区分 生産高（百万円） 対前期増減率（％）

官需部門 16,408 7.5

国内民需部門 3,409 3.4

海外部門 3,002 △5.8

計 22,820 4.9

部門区分 受注高（百万円） 対前期増減率（％） 受注残高（百万円） 対前期増減率（％）

官需部門 18,756 △11.9 20,854 8.8

国内民需部門 3,477 16.4 2,603 △24.5

海外部門 1,937 △31.9 1,577 △43.6

計 24,170 △10.9 25,035 △1.5

部門区分 販売実績（百万円） 対前期増減率（％）

官需部門 16,408 7.5

国内民需部門 3,409 3.4

海外部門 3,002 △5.8

計 22,820 4.9

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

東京都 2,952 13.6 2,475 10.8

㈱守谷商会 2,331 10.7 2,294 10.1

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、490百万円の減少（前年同期　キャッシュ・フローの減少587百万円）と

なりました。

　これは、配当金の支払476百万円などによるものです。

③生産、受注及び販売の実績

　当社グループは風水力機器の製造・据付・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載してい

ません。

（a）生産実績

当連結会計年度における生産実績を部門区分別に示すと次のとおりです。

（注）　当社グループはすべて受注生産であるため、生産実績は販売実績と同一となっています。

（b）受注実績

当連結会計年度における受注実績を部門区分別に示すと次のとおりです。

（c）販売実績

当連結会計年度における販売実績を部門区分別に示すと次のとおりです。

（注）　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりです。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

（a）財政状態の状況に関する認識及び分析・検討内容

（資産）

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,708百万円増加し、32,354百万円となりました。

　これは、仕掛品の減少1,670百万円、現金及び預金の減少1,117百万円などがあったものの、受取手形、売掛金

及び契約資産（前連結会計年度は、「受取手形及び売掛金」）の増加4,553百万円、投資有価証券の増加190百万

円などがあったことによるものです。

（負債）

　当連結会計年度末の総負債は前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、9,703百万円となりました。

　これは、契約負債（前連結会計年度は「前受金」）の減少440百万円などがあったものの、支払手形及び買掛

金、電子記録債務の増加693百万円などがあったことによるものです。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ1,671百万円増加し、22,651百万円となりました。

これは、利益剰余金の増加1,558百万円、その他有価証券評価差額金の増加62百万円などがあったことによるも

のです。

（b）経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

（売上高）

　売上高については、主に連結子会社であるDMWインド社の売上高が減少したことで海外部門の売上高が3,002百

万円（前連結会計年度海外部門の売上高3,187百万円）と前年度に比べて若干減少したものの、官需部門と国内

民需部門は期初の受注残高が豊富であったことや期中の早い時期に大型案件の受注が出来たことで、年間を通じ

て安定した仕事量を確保できたことから、官需部門は16,408百万円（前連結会計年度官需部門の売上高15,264百

万円）、国内民需部門は3,409百万円（前連結会計年度民需部門の売上高3,298百万円）と、それぞれ前連結会計

年度に比べ増加しました。その結果、売上高は22,820百万円（前連結会計年度売上高21,750百万円）となりまし

た。

（売上総利益）

　売上総利益については、前連結会計年度に比べ売上高が増加したことから、5,720百万円（前連結会計年度売

上総利益5,638百万円）と増加しました。しかし、前連結会計年度に比べて利益率の厳しい案件が多かったこと

に加えて、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けて材料・購入品の価格が上昇したことや、海外調達

が制限されたことを含めて原価低減が予定通りに進まなかったことなどから、売上総利益率は25.1％（前連結会

計年度売上総利益率25.9％）となりました。

（営業利益）

　当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、役員賞与引当金繰入額などの減少があったものの、荷造運

送費や研究開発費、給与手当・賞与等などの増加により、3,294百万円（前連結会計年度販売費及び一般管理費

3,090百万円）と増加となりました。

　その結果、当連結会計年度の営業利益は、2,425百万円（前連結会計年度営業利益2,547百万円）となりまし

た。

（経常利益）

　当連結会計年度における営業外収益は、受取利息の増加などがあったものの、投資有価証券売却益の発生がな

かったことにより33百万円減少し、178百万円（前連結会計年度営業外収益211百万円）となりました。営業外費

用は、固定資産処分損などの増加があったものの、寄付金などの減少があったため10百万円改善し、41百万円

（前連結会計年度営業外費用51百万円）となりました。

　その結果、当連結会計年度の経常利益は、2,563百万円（前連結会計年度経常利益2,707百万円）となりまし

た。

（親会社株主に帰属する当期純利益）

　当連結会計年度において、投資有価証券売却益28百万円、補助金収入28百万円を特別利益で計上しています。

　また、当連結会計年度における法人税等については、課税所得の減少による法人税、住民税及び事業税の減少

などがあったことから41百万円減少し、742百万円（前連結会計年度法人税等784百万円）となりました。

　その結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、126百万円減少し、1,877百万円（前連結会計年度親会社株主

に帰属する当期純利益2,003百万円）となりました。

　当社グループ製品の供給先は公共インフラ設備向けの割合が高いことなどから、現状では新型コロナウイルス

感染症の世界的流行による需要減少の影響は小さいと認識しています。今後の感染状況によっては、当社グルー

プ、顧客、取引先における事業活動の制限等がされることも想定されます。その場合、主に国内民需・海外向け

において当社グループの業績等に影響が生じる可能性はあります。今後も感染症予防策を続けながら収束状況に

応じて、影響を出来る限り抑える取り組みにより、事業継続できる態勢の確保に努めてまいります。
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連結経営数値目標

受注高 250億円

営業利益  25億円

売上高営業利益率    11％

ROE    ９％

　上記認識のもと、官需営業については、お客様に対して業界をリードする機場計画などを積極的に提案し、大

型案件の受注に注力するとともに、ビジネスパートナーとの連携を深め、公共インフラ分野でのシェアの拡大を

目指してまいります。国内民需および海外の営業については、DMWブランドの浸透を図るために、得意分野であ

る海水ポンプ市場を中心に、お客様のニーズに沿った既納製品の修理・改善の提案をするストックビジネスを推

進してまいります。海水淡水化ビジネスについては、これまで納めた製品の実績データを活用して当社の優位性

をＰＲするなど、新たな販売網の確立を図ってまいります。また、世界中で脱炭素社会の実現が求められる中、

CO2削減に直接貢献できる高効率の当社製品の販売を推進し、SDGsへの取組みを通じて、環境負荷の低減による

気候変動抑制への寄与、国際社会への貢献、地域社会との共存を目指してまいります。

（c）セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社グループは風水力機器の製造・据付・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載して

いません。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に

記載のとおりです。

　資本の財源及び資金の流動性にかかる情報につきましては、次のとおりです。

（資金需要）

　当社グループの資金需要は主に運転資金需要と設備資金需要です。

　運転資金需要は、当社グループの売掛債権の入金時期が期末前後に集中する季節性を有することから、期中の

労務費や社外流出費などの支払資金が不足した場合に備えるための短期的な需要です。設備資金需要は、主とし

て生産設備の新設や老朽更新、研究開発費などによる資金需要です。

（財務政策）

　資金需要については、フリー・キャッシュ・フローの累積である内部留保資金で賄うことを基本としていま

す。資金の流動性については、資金の元本確保を優先した運用により、運転資金や不測の事態にも機動的に対応

できる手元流動性を確保することを基本としています。また、長期的に運用可能な待機資金については、リスク

及び投資効率を考慮した株式・債券・投資信託による運用を行うこととしています。

③経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

「中期経営計画2022　D-Active」において目指す連結経営数値目標は、次のとおりです。

④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

います。この連結財務諸表の作成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務の開示、並びに

報告期間における収入・費用の報告数値に与える見積り及び仮定設定を行わなければなりません。経営陣は貸倒債

権、棚卸資産、投資有価証券、法人税等、退職金、財務活動、偶発事象や訴訟等に関する見積り及び判断に対して

は、継続して評価を行っています。経営陣は過去の実績等を斟酌し、より合理的と考えられる方法により見積り及

び判断を行っています。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま

す。

当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、連結財務諸表の作成において重要な判断と見積りに大きな影響

を及ぼすと考えています。

（a）収益の認識

当社グループは、顧客との受注契約に対し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の

充足に係る進捗率に基づき収益を認識しています。一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益の基礎と

なる進捗率は、総製造原価の見積額を基にしています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、

発生原価に基づくインプット法を採用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もること

ができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。期

間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
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（b）受注損失引当金

当社グループは、連結会計年度末の手持受注工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的

に見積ることが可能な受注工事物件について、損失見込額を受注損失引当金として計上しています。受注工事物

件の採算性が悪化した場合、追加引当が必要となる可能性があり、利益を減少させることになります。

（c）製品保証引当金

当社グループは、完成後の工事に係る将来の無償保証工事費用の支出に備えるため、費用見込額を過去の実績

を基礎に計上しています。工事完成後、想定した額を上回る無償保証工事費用が発生した場合、利益を減少させ

ることになります。

（d）貸倒引当金

当社グループは、顧客等の支払不能時に発生する損失の見込額について、貸倒引当金を計上しています。顧客

等の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。

（e）繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産についてスケジューリング不能及び回収可能性が低いと思われる場合は、評価

性引当額を計上しています。評価性引当額の計上額算定に当たっては、回収可能性並びに将来の課税所得を慎重

に判断し、将来回収できないと判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上

します。同様に、将来回収できると判断した場合、繰延税金資産への調整額により当該判断を行った期間に利益

を増加させることになります。

（f）退職給付費用

当社グループは、従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務を計上していますが、退職給付費用及び債務

は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されています。これらの前提条件には、割引率・将来の給

与水準・退職率・死亡率・運用収益率等があります。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変

更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認

識される費用に影響を与えます。

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

５【研究開発活動】

　世界最高水準の流体機械を国内外の風水力機械マーケットに供給するため、積極的に研究開発活動を行っていま

す。当連結会計年度における主要テーマは、新製品開発と高性能化、信頼性向上を図るための研究です。新製品開

発としては、新型排水ポンプの開発等に取り組んでいます。更に流れ解析、強度解析を用いて製品の高速小型化、

信頼性向上を図るための研究、環境保護に繋がる新たな軸受等の要素開発を積極的に進めています。

　当連結会計年度の研究開発費の投入額は271百万円となっています。

　なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント情報は記載していません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

設備投資の総額は483百万円であり、主なものは三島事業所の生産設備の新設及び改修によるものです。

2022年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物

及び構築物
機械装置

及び運搬具
土地

（面積㎡）
リース資産 その他 合計

三島事業所

（三島市）

ポンプ、送風

機、バルブ、

その他製品の

製造設備等

2,342 719
67

(88,017)
25 183 3,336

341

(77)

2022年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び構
築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

ＤＭＷ

インド社

インド工場

（プネ市）

ポンプ、そ

の他製品の

製造設備等

178 100
－

(－)
－ 86 365

25

(3)

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりです。

当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載してい

ません。

(1）提出会社

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでいません。

２．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しています。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

(2）国内子会社

製造に係る主要な設備はありません。

(3）在外子会社

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでいません。

２．帳簿価額のその他については、借地権（74百万円）が含まれています。

３．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しています。

４．現在休止中の主要な設備はありません。

会社名
事業所名

所在地 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の増加

能力総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

ＤＭＷインド社
インド工場

インド
（プネ市）

ポンプ、そ
の他製品の
製造設備等

400 － 自己資金 2022年4月 2023年3月
海外市場に対
する生産体制
の強化

３【設備の新設、除却等の計画】

  当社グループの設備投資計画については、生産設備の増強を中心に既存設備の維持・更新を総合的に勘案して策定し

ています。

  なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりです。

重要な設備の新設
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,107,600

計 19,107,600

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2022年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年６月29日）

上場金融商品取引所名又は　　　
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 4,776,900 4,776,900

東京証券取引所

市場第二部（事業年度末現在）

スタンダード市場（提出日現在）

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式で、単元株式数

は100株です。

計 4,776,900 4,776,900 ― ―

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2007年11月１日 3,184 4,776 ― 810 ― 28

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

2007年11月１日付で実施した株式分割（１：３）により、発行済株式総数は1,592千株から3,184千株増加し、

4,776千株となっています。
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2022年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満

株式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の

法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 11 17 118 22 1 2,939 3,108 －

所有株式数（単元） － 6,762 320 12,846 1,071 － 26,703 47,702 6,700

所有株式数の割合

（％）
－ 14.16 0.67 26.90 2.25 － 56.02 100.00 －

（５）【所有者別状況】

　（注）１　自己株式544,254株は、「個人その他」に5,442単元（544,200株）、「単元未満株式の状況」に54株含まれ

ています。

２　証券保管振替機構名義の株式400株は、「その他の法人」に４単元含まれています。

2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式（自
己株式を除

く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

株式会社GM INVESTMENTS 東京都中央区八重洲１丁目４番22号 5,069 11.98

電業社取引先持株会 静岡県三島市三好町３番27号 2,217 5.24

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人 株式会社日本カストディ

銀行）

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号

（東京都中央区晴海１丁目８番12号）
1,758 4.15

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４番10号 1,551 3.66

株式会社明電舎 東京都品川区大崎２丁目１番１号 1,275 3.01

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 1,215 2.87

一般財団法人生産技術研究奨励会 東京都目黒区駒場４丁目６番１号 1,200 2.84

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,045 2.47

水道機工株式会社 東京都世田谷区桜丘５丁目48番16号 706 1.67

株式会社鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号 652 1.54

計 ― 16,688 39.43

（６）【大株主の状況】

　（注）上記のほか、自己株式が5,442百株あります。
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2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式
普通株式 544,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,226,000 42,260 同上

単元未満株式 普通株式 6,700 － －

発行済株式総数 4,776,900 － －

総株主の議決権 － 42,260 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含

まれています。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれています。

2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社電業社機械製作所

東京都大田区大森北

１丁目５番１号
544,200 － 544,200 11.39

計 ― 544,200 － 544,200 11.39

②【自己株式等】

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　 該当事項はありません。
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区分

当事業年度
当期間

（自　2022年４月１日

　　至　2022年６月29日）

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転

を行った取得自己株式
― ― ― ―

その他

（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）
1,998 7,792,200 ― ―

保有自己株式数 544,254 ― 544,254 ―

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 (注)１　当事業年度におけるその他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）は、2021年７月16日開催の取締役会

決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分です。

２　当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれていません。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)

2021年11月11日
201 47.50

取締役会決議

2022年５月23日
296 70.00

取締役会決議

３【配当政策】

　当社グループは、従来から安定的な経営成績の確保と経営基盤の維持増強に努めています。株主に安定的な配当を

することを基本に、当社グループで持つ経営資源を効果的に活用することにより、一層収益力の向上と経営基盤の安

定・強化に努めてまいります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会としています。当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、

取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めています。

　内部留保資金については、事業拡大に向けての設備投資資金、製品開発やコスト削減にむけた研究開発投資資金、

新規顧客・分野への営業投資資金等今後の成長の重要な原資として活用します。

　当期の配当金については、前期実績45円（記念配当２円50銭を含む）から２円50銭増配した中間配当１株当たり　

47円50銭（普通配当は前期比実質５円増配）に加え、期末配当１株当たり70円（前期実績65円）としました。これに

より、当期の年間配当金は１株当たり117円50銭となり、前期実績から７円50銭増配（普通配当は前期比実質10円　

増配）となりました。

　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

　当社グループ及び当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、会社が持続的に成長することや中長期的な企業価値を向上させるためには、実効的なコーポレートガ

バナンスの実現に資する以下の原則を適切に実践することが重要だと考え、これらのコーポレートガバナンスの

充実を図り、当社が良き企業市民として社会・地域と共存し価値ある会社となることを基本的な考え方としてい

ます。

(ア)株主の権利・平等性を確保すること

(イ)株主以外のステークホルダーとの適切な協働を図ること

(ウ)適切な情報開示と透明性を確保すること

(エ)取締役会が、（ａ）企業戦略等の大きな方向性を示すこと、（ｂ）取締役に適切なリスクテイクを支える

環境整備を行うこと、（ｃ）独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行うこと等

の役割・責務を適切に果たすこと

(オ)株主との建設的な対話を行うこと

②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

(ア)企業統治の体制の概要

(ａ)組織形態

　当社は、監査等委員会設置会社です。

(ｂ)取締役会

　取締役会は、監査等委員でない取締役７名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役３名

（うち社外取締役２名）の計10名で構成されており、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執

行の監督を行うため、毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。

(ｃ)監査等委員会

　監査等委員会は３名（うち社外取締役２名）で構成され、監査等委員である取締役は、監査等委員会で

定めた監査等委員会監査等基準、監査計画に基づき、取締役会における議決権行使や業務執行状況の監

督、工場・営業拠点等の社内各部門への業務監査、子会社監査等の実施を通し、監査等委員でない取締役

の職務執行についての適法性・妥当性等について監査を行っています。

(ｄ)経営戦略会議

　中期経営計画の策定または時宜にかなった経営テーマの選択・討議を行う場として、年４回開催してい

ます。

(ｅ)利益計画会議

　年度予算の策定及び執行状況の確認を行う場として、年４回開催しています。

(ｆ)執行役員会

　業務執行状況の報告、指示を行う場として毎月定期に開催しています。

(ｇ)指名委員会

　監査等委員でない取締役候補者の指名に関しては、社長を委員長としその他３名の取締役（うち２名は

社外取締役）で構成される指名委員会において、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外

取締役である委員の同意を得て決定した答申内容を取締役会にて決定します。監査等委員である取締役候

補者の指名に関しては上記指名委員会にて、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外取締

役である委員１名以上の同意を得て決定した答申内容を、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定

します。

(ｈ)報酬委員会

　監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会

からの委任に基づき、社長を委員長としその他３名の取締役（うち２名は社外取締役）で構成される報酬

委員会にて、社外取締役である委員１名以上の同意を得て決定します。

　なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、監査等委員

である取締役の協議により決定します。
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役　名 氏　名 取締役会
監査等
委員会

経営戦略
会議

利益計画
会議

執行
役員会

指名
委員会

報酬
委員会

代表取締役社長

最高執行役員社長
村林秀晃 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

取締役

上席常務執行役員
彦坂典男 ○ ○ ○ ○ ○ ○

取締役

常務執行役員
稲垣　晃 ○ ○ ○ ○

取締役

常務執行役員
濱田耕一 ○ ○ ○ ○

取締役

上席執行役員
青山匡志 ○ ○ ○ ○

社外取締役 上地崇夫 ○ ○ ○ ○

社外取締役 杉井　守 ○ ○ ○ ○

取締役

常勤監査等委員
鯉沼博行 ○ ◎

社外取締役

監査等委員
住田知正 ○ ○

社外取締役

監査等委員
多田　修 ○ ○

上席執行役員 山岸嗣宏 ○ ○ ○

執行役員 原　広志 ○ ○ ○

執行役員 永田元彦 ○ ○ ○

執行役員 石澤勇人 ○ ○ ○

子会社社長 ３名 ○ ○

　機関ごとの構成員は次のとおりです。（◎は議長等、機関の長を示します。）

(イ)上記企業統治の体制を採用する理由

　当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営

の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社制

度を採用しています。

　当社の企業統治の体制においては、当社グループの事業に精通した取締役と独立性の高い社外取締役に

よって構成される取締役会が取締役の職務の執行に対する監督機能を担うことが有効であると考えていま

す。また当社は、執行役員制度の導入により取締役員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定機能と監

督機能の強化を図っています。

　監査等委員会監査については、経営監視機能としての客観性及び中立性を十分備えた監査等委員である

社外取締役と当社グループの事業に精通した常勤監査等委員である取締役との組み合わせが、監査をより

有効に働かせるものであると考えています。

- 21 -



(ウ)図表

③企業統治に関するその他の事項

（ア）内部統制システムの整備の状況

当社及び当社子会社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりです。

　(ａ)「当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する 

ための体制」

 　(Ⅰ)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業

倫理を果たすため、「電業社グループ行動指針」を定め、それを当社グループ全役職員に周知徹底

させる。

なお、「電業社グループ行動指針」に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える全ての反社会的勢力

とは一切関係をもたない。」と定め、反社会的勢力に対しては組織的に対応する。

 　(Ⅱ)リスク・コンプライアンス担当取締役を置き、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リス

ク・コンプライアンス委員会は、定期的にリスク・コンプライアンス・マネジメント・プログラム

を策定し、それを実施する。

 　(Ⅲ)当社グループの取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・   

配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を

醸成する。

　(ｂ)「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」

　重要な意思決定及び報告等、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、「取締役の業務に   

係わる保存文書管理規程」に従い、確実に保存及び管理する。

　(ｃ)「当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」

 　(Ⅰ)当社グループにおける損失の危険を適切に管理するため、リスクの類型に応じ部門・委員会等が   

所掌に応じて対処し、リスク・コンプライアンス委員会が全社の指導・統制を行う。

 　(Ⅱ)損失の危険が顕在化し、経営危機が発生した場合には、「危機対処規程」に従い迅速かつ適切に   

対処する。

 　(Ⅲ)損失の危険の管理に関する規程、もしくはその体制にかかる社内規程・運用等を定期的に見直し、

整備する。
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　(ｄ)「当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」

 　(Ⅰ)執行役員制度の導入（当社）、取締役員数の絞り込みにより、取締役会の意思決定機能と監督機能

の強化を図る。

 　(Ⅱ)当社グループの中期経営計画及び年次計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化   

するとともに、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）及び子会社の取締役ごとに

業績目標を明確化する。

　 (Ⅲ)業績目標の進捗は当社取締役会等にてフォローアップを行う。

　(ｅ)「当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき者   

その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当社への 

報告に関する体制」

　　　　当社は、子会社管理規程に基づき、子会社の重要事項については当社への報告を義務付ける。

　(ｆ)「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会と協議の 

うえ、適宜、必要な人員を配置する。

　(ｇ)「前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項」

　監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人にかかる人事異動、考課、懲戒等に

関しては、事前に監査等委員会に通知し同意を得るものとする。

　(ｈ)「監査等委員会の(ｆ)の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項」

　監査等委員会を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等委員会監査に必要

な適法範囲の調査・情報収集を行う権限を有する。

　(ｉ)「取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その

他の監査等委員会への報告に関する体制」

 　(Ⅰ)取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項

が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人

による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項

が生じたときは監査等委員会に報告する。

 　(Ⅱ)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査等委員会への通報ラインも整備     

する。

 　(Ⅲ)各部門を統括する取締役（監査等委員である取締役を除く。）は監査等委員会に、定期的または   

不定期的に担当する部門のリスク・コンプライアンス管理体制及びその状況について報告する。

　(ｊ)「子会社の取締役等、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員

会に報告するための体制」

 　(Ⅰ)子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項が発生しまたは発生

する恐れがあるとき、取締役、監査役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その

他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。

 　(Ⅱ)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査等委員会への通報ラインも整備     

する。

 　(Ⅲ)子会社を統括する取締役は監査等委員会に、定期的又は不定期的に子会社のリスク・コンプライ   

アンス管理体制及びその状況について報告する。

　(ｋ)「監査等委員会へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保 

するための体制」

　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人が監査等委員会に当該 

報告を行ったことを理由として、当該取締役または使用人に対して不利益な取扱いを行わないこと 

とし、「電業社グループ行動指針」にその旨明記する。また、当該報告した者への取扱状況は監査等

委員会の求めに応じ適宜報告する。

　(ｌ)「監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項」

　監査等委員がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用 

または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、速やかに対応

する。

　(ｍ)「その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」

 　(Ⅰ)取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、

監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

 　(Ⅱ)代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を     

図る。
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　(ｎ)「財務報告の信頼性を確保するための体制」

　財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本方針書」に基づき業務

を運用する。

（イ）リスク管理体制の整備の状況

  当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス推進のため、コンプライアンスの基本ルールとして「電

業社グループ行動指針」を定めており、その内容は社会ルールの理解と遵守、持続可能な社会の実現への　

取り組み、人権の尊重、働きやすい環境の確立、有用な製品・サービスの提供、株主との関係、自由で公正

な事業活動、会社資産の保全、情報の取扱い、環境への取り組み及びその実施体制等により構成されていま

す。本行動指針を当社グループの役員及び従業員への周知・徹底を図ることで、リスク・コンプライアンス

管理体制の一層の強化に努めています。

　具体的な取組状況については以下のとおりです。

　(ａ)リスク・コンプライアンス委員会による「リスク・コンプライアンス・マネジメント・プログラム」

　　　の運用

　　コンプライアンスにかかわる各部門別の具体的な取組みを計画的に進めると共に進捗管理を徹底すべ

く、2004年６月から、リスク・コンプライアンス委員会による「リスク・コンプライアンス・マネジメ

ント・プログラム」の運用を開始し、リスク・コンプライアンスへの取組みに対する継続的なマネジメ

ント体制の構築を図っています。

また、特に営業業務にかかる法令遵守を当社グループの全営業員に徹底させるため、「公正な事業活動

のための行動基準」を営業本部コンプライアンス担当部門が全営業員に周知徹底し、違反行為の未然防

止に努めています。

　(ｂ)法律実務研修会の実施

　　全管理職を対象とした法律実務に関する研修会を顧問弁護士等を講師として、2002年度より毎年実施し

ており、リスク・コンプライアンス体制の一層の強化に努めています。

（ウ）責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としています。

（エ）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、当社およびすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。

　当該契約の内容の概要は以下のとおりです。

　・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担する事となった争訟費用及び損害賠償金

等を補填の対象としています。

　・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等

に起因する損害等については、補填の対象外としています。

　・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

（オ）取締役の定数

　当社の監査等委員でない取締役は７名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨定款に定めて　　

います。

（カ）取締役の選任及び解任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。

　また、監査等委員でない取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。

（キ）株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項

　剰余金の配当等

　当社は、自己株式の取得、剰余金の配当等、会社法第459条第１項に定める事項について、法令に別段の

定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めて

います。これは、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものです。

（ク）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて

います。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う 

ことを目的とするものです。
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（ケ）会社の支配に関する基本方針

（Ａ）基本方針の内容

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重

し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には

株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式等の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることが　

できない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、 

当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をする 

ために必要な時間や情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の 

ために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えています。

（Ｂ）基本方針の実現に資する取組みの概要

　当社は、当社グループの企業価値向上を実現するための直近の中期経営計画を実施し、推進しています。

　また、当該中期経営計画期間及びそれ以降についても引続き時々の経営課題に対処し、コーポレート・ 

ガバナンスの強化にも取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。

（Ｃ）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みの概要

　当社は、2021年６月29日開催の第86回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する    

対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続について株主の皆様の承認を受けて 

います。

　本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、 

一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能

性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の　

共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　なお、本プランにおいては対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、 

当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といい

ます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保 

することとしています。

　本プランの概要は以下のとおりです。

　なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しています。

　　https://www.dmw.co.jp/

(ａ)対象となる大規模買付け等

本プランは以下の(Ⅰ)又は(Ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社

取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。）がなされる

場合を適用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいま

す。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(Ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

(Ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者

の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(ｂ)意向表明書の当社への事前提出

買付者等に対し当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文

言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）の提出を求めます。

(ｃ)本必要情報の提供

上記(ｂ)の意向表明書の提出があった場合には、買付者等に対し、大規模買付け等に対する株主及び 

投資家の皆様の判断、並びに、当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下、「本 

必要情報」といいます。）の日本語での提供を求めます。

当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に速やかに提供し、独立委員会

は、提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等

に対して、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。

当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合に

は、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその

旨を開示します。
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(ｄ)取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付け等の評価の 

難易度等に応じて、以下の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、 

検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として

設定します。

(Ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には 

最大60日間

(Ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間

ただし、上記(Ⅰ)(Ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由がある

と認める場合に限り、延長できるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる

具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は 

最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、 

買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりま 

とめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示します。また、必要に 

応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会とし

て、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

(ｅ)対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記(ｄ)の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成 

及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する

勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に

資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営

陣から独立した第三者の助言を得ることができるものとします。

(Ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、当該大規模買付け等

を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるとし、原則として当社取締役会に対し

て、対抗措置の発動を勧告します。

(Ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合

独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当社取締役会に対して対

抗措置の不発動を勧告します。

ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模買付け等が当社の 

企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断 

する場合には、例外的に、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告することがあります。

なお、独立委員会は、対抗措置発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことが 

できるものとします。

(ｆ)取締役会の決議、株主意思の確認

当社取締役会は、上記(ｅ)に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、かかる勧告を踏まえて当社の 

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行う

ものとします。

なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を 

得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための

株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議 

します。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が

適切と判断する事項について、また株主意思確認総会を実施した場合には、投票結果その他取締役会及び

独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに開示します。

(ｇ)対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記(ｆ)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等

が大規模買付け等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動

が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当で 

ないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものと

します。

(ｈ)大規模買付け等の開始

買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動 

又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始することはできないものとします。

- 26 -



(ｉ)対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(ｆ)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権（以下、「本新

株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。

(ｊ)本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議が

なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、 

当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合に

は、本プランはその時点で廃止されるものとします。

（Ｄ）上記（Ｃ）の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社取締役会は、本プランの設計に際し、以下の事項を考慮し織り込むことにより、本プランが基本方針

に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

(ａ)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保 

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会

が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえて 

おります。

(ｂ)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断するため、または当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を 

確保し、当社取締役会が、株主の皆様のために買付者等との交渉の機会を確保することにより、当社の 

企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。

(ｃ)株主意思を重視するものであること

本プランは、当社株主総会における株主の皆様のご承認を条件に継続するものであり、ご承認いただい

た後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、当該決議に

従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様

の意思が十分反映される仕組みとなっています。

(ｄ)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を    

排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置して 

います。当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議等に際して独立委員会の勧告を最大限尊重 

します。

また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当

社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(ｅ)合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、 

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(ｆ)デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止すること

ができるものとされています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過

半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

代表取締役社長

最高執行役員社長
村 林 秀 晃 1953年１月29日生

1973年３月 当社入社

2011年４月 当社執行役員、生産本部生産部・

プラント建設部統括兼生産本部

プラント建設部長

2013年４月 当社上席執行役員、生産本部生産

部・プラント建設部統括兼生産本

部プラント建設部長

2013年６月 当社取締役、上席執行役員、生産

本部生産部・プラント建設部統括

兼生産本部プラント建設部長

2013年10月 当社取締役、上席執行役員、生産

本部生産部・プラント建設部統括

2015年６月 当社取締役、上席執行役員、生産

本部副本部長、生産本部生産部・

プラント建設部統括

2016年４月 当社取締役、常務執行役員、生産

本部長

2018年４月 当社取締役、常務執行役員、営業

本部長

2020年４月 当社代表取締役社長、最高執行役

員社長

現在に至る
　

(注)２ 132

取締役

上席常務執行役員

管理本部長

経営政策室・関連会社統括

彦 坂 典 男 1959年２月９日生

1982年３月 当社入社

2011年４月 当社執行役員、営業本部産業シス

テム営業部統括兼営業本部産業

システム営業部長

2011年５月 当社上席執行役員、営業本部長

2011年６月 当社取締役、上席執行役員、営業

本部長

2012年４月 当社取締役、常務執行役員、営業

本部長

2017年４月 当社取締役、常務執行役員、営業

本部長、社会システム・支店／営

業所統括

2018年４月 当社取締役、上席常務執行役員、

生産本部長

2019年４月 当社取締役、上席常務執行役員、

管理本部長、経営政策室・関連会

社統括

現在に至る
　

(注)２ 121

（２）【役員の状況】

①役員一覧

2022年６月29日現在の取締役の状況は次のとおりです。

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

取締役

常務執行役員

生産本部長

稲 垣   晃 1960年１月７日生

1984年４月 当社入社

2011年４月 当社生産本部水力機械設計部長

2013年４月 当社執行役員、生産本部水力機械

設計部・気体機械設計部・技術研

究所統括兼生産本部水力機械設

計部長

2013年10月 当社執行役員、生産本部水力機械

設計部・気体機械設計部・技術研

究所統括兼生産本部技術研究所長

2015年４月 当社執行役員、管理本部総務部統

括兼経営戦略室長

2017年４月 当社上席執行役員、管理本部長兼

経営戦略室長、関連会社統括

2017年６月 当社取締役、上席執行役員、管理

本部長兼経営戦略室長、関連会社

統括

2018年４月 当社取締役、上席執行役員、管理

本部長、経営戦略室・関連会社統

括

2019年４月 当社取締役、常務執行役員、生産

本部長

2020年４月 当社取締役、常務執行役員、生産

本部長兼生産部長

2021年４月 当社取締役、常務執行役員、生産

本部長

現在に至る
　

(注)２ 69

取締役

常務執行役員

営業本部長

濱 田 耕 一 1957年11月12日生

1981年４月 当社入社

2007年４月 当社営業本部海外部長

2011年４月 当社執行役員、営業本部海外部・

海外戦略室統括兼営業本部海外

部長

2013年４月 当社執行役員、営業本部海外部・

海外戦略室・産業システム技術部

統括兼営業本部海外部長

2016年４月 当社上席執行役員、営業本部産業

システム営業部・産業システム技

術部統括兼営業本部海外部長

2017年４月 当社上席執行役員、営業本部海

外・産業システム統括

2020年４月 当社上席執行役員、営業本部長

2020年７月 当社取締役、上席執行役員、営業

本部長

2022年４月 当社取締役、常務執行役員、営業

本部長

現在に至る
　

(注)２ 62

取締役 

上席執行役員 

生産本部プラント建設統括 兼 

生産部長

青 山 匡 志 1965年10月22日生

1990年４月 当社入社

2013年４月 当社生産本部水力機械設計部長

2015年４月 当社執行役員、生産本部気体機械

設計部統括兼生産本部水力機械

設計部長兼生産本部技術研究所

長

2018年４月 当社執行役員、生産本部設計・研

究統括兼水力機械設計部長兼技

術研究所長

2021年４月 当社執行役員、生産本部プラント

建設統括兼生産部長

2022年４月 当社上席執行役員、生産本部プラ

ント建設統括兼生産部長

2022年６月 当社取締役、上席執行役員、生産

本部プラント建設統括兼生産部長

現在に至る
　

(注)２ 32
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

社外取締役 上 地 崇 夫 1952年１月８日生

1975年４月 千代田化工建設株式会社入社

1998年４月 同社中近東・アフリカ営業部長

2002年10月 同社海外営業本部長

2004年１月 同社調達本部長

2007年６月 同社執行役員　業務統括

2008年７月 同社執行役員　海外営業統括

2011年４月 同社常務執行役員　技術開発事

業部門副本部長兼事業開発本部

長

2014年４月 同社専務執行役員　プロジェク

ト開発事業本部長

2015年４月 同社顧問

2016年４月 同社特任顧問

2016年６月 当社社外取締役

現在に至る

2017年３月 千代田化工建設株式会社特任顧

問退任

現在に至る
　

(注)２ －

社外取締役 杉 井   守 1953年11月５日生

1974年４月 株式会社明電舎入社

2006年１月 株式会社AEパワーシステムズ執

行役員　スイッチギヤ事業部長

2012年４月 株式会社明電舎常務執行役員　

変電・配電製品主管

2013年４月 同社専務執行役員　変電・配電製

品主管　明電アジア社長兼明電

シンガポール社長

2013年６月 同社取締役、専務執行役員　変

電・配電製品主管　明電アジア社

長兼明電シンガポール社長

2015年４月 同社取締役、専務執行役員　変

電・配電製品主管　明電アジア会

長兼明電シンガポール会長

2018年４月 同社取締役

2018年６月 同社顧問

2019年３月 同社顧問退任

現在に至る

2019年６月 当社社外取締役

現在に至る
　

(注)２ －

取締役

(常勤監査等委員)
鯉 沼 博 行 1954年６月２日生

1975年３月 当社入社

2008年４月 当社営業本部社会システム営業

部長

2010年５月 当社執行役員、営業本部社会シス

テム営業部長、支店／営業所統括

2013年４月 当社上席執行役員、営業本部社会

システム営業部・支店／営業所・

社会システム技術部統括兼社会

システム営業部長

2017年４月 当社上席主幹、営業本部社会シス

テム・支店／営業所統括補佐

2017年10月 当社上席主幹、内部監査室兼営業

本部社会システム営業部

2018年４月 当社上席主幹、内部監査室

2018年６月 当社常勤監査役

2019年６月 当社取締役（常勤監査等委員）

現在に至る
　

(注)３ 35
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（百株）

社外取締役

（監査等委員）
住 田 知 正 1951年８月16日生

1975年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三

菱UFJ銀行）入行

1984年10月 同行米国シカゴ支店支店長代理

1993年10月 同行国際資金為替部資金グルー

プ次長

1996年11月 同行米国ニューヨーク支店副支

店長兼為替資金米州室長

2000年11月 同行為替資金部副部長

2002年３月 同行市場事務部部長

2004年６月 同行退職

日本梱包運輸倉庫株式会社常勤

監査役（社外監査役）

2012年６月 日本梱包運輸倉庫株式会社常勤

監査役（社外監査役）退任

当社社外監査役

2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

現在に至る
　

(注)３ －

社外取締役

（監査等委員）
多 田   修 1952年９月26日生

1981年11月 昭和監査法人（現 EY新日本有限

責任監査法人）入所

1985年８月 公認会計士登録

1997年５月 太田昭和監査法人（現 EY新日本

有限責任監査法人）社員

2003年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有

限責任監査法人）代表社員

2008年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY

新日本有限責任監査法人）シニア

パートナー

2014年６月 同監査法人退職

2014年７月 多田修公認会計士事務所開業

現在に至る

2016年６月 大和ハウスリート投資法人監督

役員

当社社外監査役

2016年９月 大和ハウスリート投資法人監督

役員退任

ジェイレックス・コーポレーショ

ン株式会社取締役（監査等委員）

現在に至る

2019年６月

2022年６月

当社社外取締役（監査等委員）

公益財団法人画像情報教育振興

協会監事

現在に至る
　

(注)３ －

計 451

（注）１　取締役　上地崇夫、杉井　守、住田知正、多田　修の各氏は、社外取締役です。

２　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

３　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
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氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（百株）

伴   鋼 造 1955年８月30日生

1981年４月 中部電力株式会社入社

－

2014年６月 同社取締役 専務執行役員 発電本部長

2015年４月 同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長

2016年４月 同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業

部統括、発電本部長

2016年７月 同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長

2018年４月 同社取締役

2018年６月 同社取締役退任

株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員

2021年３月 同社代表取締役社長 社長執行役員退任

現在に至る

役　名 氏　名 職　　名

※最高執行役員社長 村　林　秀　晃

※上席常務執行役員 彦　坂　典　男 管理本部長　経営政策室・関連会社統括

※常務執行役員 稲　垣　　　晃 生産本部長

※常務執行役員 濱　田　耕　一 営業本部長

※上席執行役員 青　山　匡　志 生産本部プラント建設統括　兼　生産部長

　上席執行役員 山　岸　嗣　宏 営業本部社会システム統括

　執行役員 原　　　広　志 生産本部品質保証統括　兼　資材部長

　執行役員 永　田　元　彦 営業本部産業システム統括　兼　海外部長

　執行役員 石　澤　勇　人 営業本部社会システム営業部長

４　当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に

定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下

のとおりです。

５　当社は業務運営の一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で構成されてい

ます。

（ご参考）2022年６月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

　　（注）※印の各氏は、取締役を兼務しています。

②社外役員の状況

　当社の取締役10名のうち４名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役２名）です。

　当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所有価証

券上場規程第436条の２に規定する独立役員に関する判断基準を参考にしています。

(ア)社外取締役上地崇夫氏は、総合エンジニアリング会社の執行役員として海外部門の営業、事業の開発等を統

括された豊富な経験と高い見識を有しているため、当社取締役会において、客観的な立場から適切な意思決

定及び経営監督を行っていただけるものと判断し選任しています。

　同氏は、当社の取引先である千代田化工建設株式会社出身です。同社と当社との間には取引関係があります

が、同氏は当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引

関係がある取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、当社と同社との間に人的関係、資本的

関係その他利害関係はありません。以上から同氏は当社からの独立性を有していると考えています。

(イ)社外取締役杉井　守氏は、電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同

社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から当社取締役会における適切な意思

決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。

　同氏は、当社の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と当社との間には取引関係がありますが、同氏

は当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係があ

る取引先の出身者には該当しないと判断しています。また、当社と同社との間に人的関係、資本的関係その

他利害関係はありません。以上から同氏は当社からの独立性を有していると考えています。

(ウ)監査等委員である社外取締役住田知正氏は、長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に関する知見

を有しており、また他社の社外監査役としての豊富な経験を有していることから、客観的な幅広い意見を得

ることを目的に選任しています。

　同氏は当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行出身ですが、2004年６月に同行の前身である株式会社東京

三菱銀行を退職しています。同行と当社との間には取引関係がありますが、同氏は当社における事業等の意

思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響力を与え得る取引関係がある取引先の出身者には該当
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しないと判断しています。また、当社と同社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係もありません。

　同氏は、日本梱包運輸倉庫株式会社の社外監査役でしたが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は

取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は当社からの独立性を有していると考えています。

(エ)監査等委員である社外取締役多田　修氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していること

から、当社の監査体制に活かしてもらうために選任しています。

　同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身ですが、2014年６月に同監査法人の前身で

ある新日本有限責任監査法人を退職しています。

　当社から同監査法人に支払われた当連結会計年度に係る監査報酬は34百万円です。当該監査報酬は同監査法

人にとって、日本公認会計士協会の定める独立性に関する指針に照らして多額の金銭その他の財産にはあた

らないと判断していることから、同氏は当社から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人の出身者には

該当しないと判断しています。また、当社と同監査法人との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はあ

りません。

　同氏は、ジェイレックス・コーポレーション株式会社の監査等委員である取締役ですが、当社と同社との間

に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　同氏は、公益財団法人画像情報教育振興協会の監事ですが、当社と同法人との間に人的関係、資本的関係又

は取引関係その他利害関係はありません。

　同氏は、大和ハウスリート投資法人（現大和ハウス・レジデンシャル投資法人）の監督役員でしたが、当社

と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。以上から同氏は当社から

の独立性を有していると考えています。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

関係

　社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査に関する事項について、取締役会等において報告を

受けることとしています。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会の構成員として、内部監査室や会

計監査人との情報共有化や意見交換を行い、また内部統制部門に対する監査を通して、自らの知見を生かした監

査の実効を上げています。

（３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

（a）組織、人員

　当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外監査等委員２名から構成されています。当社監査等委

員会は、最低１名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めることとしており、また社外

監査等委員候補者については、法律もしくは企業財務に関する高度な知見を有することを基軸に選定するこ

ととしています。

　なお、社外監査等委員である住田知正氏は、金融機関における豊富な業務経験及び他社の社外監査役とし

ての経験があり、また社外監査等委員である多田　修氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しています。

（b）監査等委員会の活動状況

　監査等委員会は、定められた監査等基準に則り、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と

連携の上、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会に出席し、取締役及び執行役員並びに使用人等か

らその職務の執行に関する報告を受け必要に応じて説明を求め、執行役員会議及び利益計画会議等の重要な

会議の議事録、稟議書等の重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な支店、三島事業所において業務及び

財産の状況を調査しています。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けています。

　監査等委員会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度

においては、19回開催され、監査等委員会の主な検討事項は、監査計画の審議、会計監査人の四半期レビュ

ー及び年度決算監査結果の相当性、監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する意見の決定、監査結果の

報告、新収益認識基準の進捗における相当性の他に、会計監査人に対して、有価証券報告書に記載が義務付

けられる「監査上の主要な検討事項」に関して、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に　　

努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査等委員と情報の

共有及び意思の疎通を図っています。

- 33 -



氏　名（役　名） 監査等委員会出席回数

鯉沼博行（常勤監査等委員） 19回／19回（出席率100％）

住田知正（監査等委員） 19回／19回（出席率100％）

多田　修（監査等委員） 19回／19回（出席率100％）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 34 － 34 －

連結子会社 － － － －

計 34 － 34 －

（c）監査等委員の出席状況

（注）住田知正氏、多田　修氏は社外取締役であり、その経歴、状況は前項「（２）役員の状況　①役員一

覧、②社外役員の状況」に記載のとおりです。

②内部監査の状況

　内部監査については、社長直轄の組織として「内部監査室」（６名）を設置しています。内部監査室は、内部

統制システムにおける管理体制の強化と、社内各部門のリスクへの取組状況を確認、評価するために内部監査を

行っています。

　内部監査室は監査等委員会と連携して社内各部門に対する監査計画を立案し、中間段階において監査状況につ

いての情報交換を行うほか、必要に応じて情報・意見交換を行い、より効果的な内部監査となるよう努めていま

す。また会計監査人との間では、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心に情報交換を適宜行っています。

③会計監査の状況

　会計監査は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の問題につ

いては随時確認を行うなど、財務の適正化に努めています。

　(ア)監査法人の名称

　　　EY新日本有限責任監査法人

　(イ)継続監査期間　　　1957年３月以降

　(ウ)業務を執行した公認会計士の氏名

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　　　廣田　剛樹、井澤　依子

　(エ)監査業務に係る補助者の構成　　　　　公認会計士２名、日本公認会計士協会準会員４名、その他４名

(オ)監査法人の選定方針と理由

　監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、監査人の品質管理体制、独立性及び専門性の有無及

び当社事業分野への理解度等を勘案し、監査報酬額の合理性を検討後、当社が適任と判断した会計監査人

を選任することとしています。

　また、監査等委員会は、会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ

改善の見込みがないと判断した場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業

務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決議

します。

(カ)監査等委員会による監査法人の評価

　当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正

に行われていることを確認しています。

(キ)監査法人の異動

　該当事項はありません。

④監査報酬の内容等

(ア)監査公認会計士等に対する報酬の内容

(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

　　該当事項はありません。
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(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　（前連結会計年度）

　該当事項はありません。

　（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

(エ)監査報酬の決定方針

監査公認会計士等の監査報酬の決定方針は策定していませんが、監査公認会計士からの見積り提案等を

もとに、監査計画、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実

施しています。

(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査方法及び監査内容などを確認、検討し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項及び

第３項の同意を行っています。

指標 目標（百万円） 実績（百万円）

経常利益 2,190 2,384

連結経常利益 2,400 2,563

（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

（ａ）基本方針

・当社グループの短期及び中長期の業績向上と企業価値増大に対する貢献意欲を高める報酬体系と　　　

します。

・報酬決定プロセスの客観性及び透明性を確保するため、取締役会から委任を受けた報酬委員会におい

て、委員である社外取締役の同意を得て報酬を決定します。

（ｂ）報酬水準

・当社グループの経営環境や外部の客観的資料を考慮しながら、業績向上意欲を保持できる報酬水準と 

します。

・当社グループの持続的な成長に不可欠な人材の確保に資する報酬水準とします。

（ｃ）報酬の構成

・監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、基本報酬である固定報酬（以下、「基本 

報酬」という。）、短期的なインセンティブとしての業績連動型報酬である賞与（以下、「賞与」と 

いう。）及び中長期的なインセンティブとしての非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬（以下「譲渡 

制限付株式報酬」という。）により構成します。

・監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成します。

（ｄ）基本報酬の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針

・監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）の基本報酬は、役位に応じて定める月例の固定報酬を

支給します。

・監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的な立場から適切な意思決定及び経営監督を担っていただ

くという職務の内容を勘案し、基本報酬（相応な月例の固定報酬）のみを支給します。

（ｅ）業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

・賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績評価指標を反映した報酬とし、各事業

年度に達成した業績評価指標等に応じて算出された額を毎年、一定の時期に支給します。

なお、賞与は、過年度実績や経営環境等をもとに決定する賞与係数テーブルの変動部分（業績評価指

標）に対応する係数に、役位に応じて定める基準額を乗じた額を算出し、個人業績であるマネジメント

評価等による加算・減算額を反映して支給額を決定することとしています。

・業績評価指標は、通常の事業活動による当社の収益力を示す経常利益（代表取締役及び関連会社統括担

当取締役は連結経常利益）を用いることとし、業績評価指標及び賞与係数テーブルは、経営環境や業

績、事業規模の変化等に応じて適宜見直しを検討することとしています。

・当事業年度における賞与に係る指標の目標及び実績は、次のとおりです。
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員及び社外

取締役を除く。）
172 79 87 5 5

取締役（監査等委員）

（社外取締役を除く。）
11 11 － － 1

社外役員 23 23 － － 4

（ｆ）非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。以下、本方針において「対象取締役」といいます。）に

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有

を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給します。同報酬の内容及び額または数の算定方法

の決定に関する方針は次のとおりです。

・各対象取締役に支給する譲渡制限付株式報酬の額は、基本報酬の概ね10％程度とし、その総額は年額12

百万円以内とします。

・譲渡制限付株式は、対象取締役に対して、1事業年度につき10,000株を上限として付与するものと　　

します。

・当社と譲渡制限付株式の割当を受ける各対象取締役との間では、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当

契約を締結します。

(Ⅰ)譲渡制限期間は割当を受けた日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が　

予め定める地位を退任した直後の時点までの間とし、原則として譲渡制限期間の満了時に譲渡制限

を解除する。

(Ⅱ)対象取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締

役会が予め定める地位を退任した場合、取締役会が正当と認める理由がない限り、当社は割り当て

た譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。

（ｇ）業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）の種類別の報酬割合は、達成した業績評価指標等に応

じて変動するものとし、報酬全体に占める賞与の割合は、０から最大６割程度となるよう設定します。

（ｈ）監査等委員である取締役の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針

　監査等委員である取締役の報酬は、客観的な立場から適切な経営の監視・監督を担っていただくという

職務内容を勘案し、基本報酬（相応な月例の固定報酬）のみで構成し、常勤、非常勤の別により定め、監

査等委員である取締役の協議により決定します。

（ｉ）取締役の個人別の報酬等の内容が上記「役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針」に　

沿うと取締役会が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会による「役員の報酬等の額またはその

算定方法の決定に関する方針」との整合性を含めた多角的な検討が行われているため、取締役会は、同内

容は当該方針に沿うものであり、相当であると判断しています。

（ｊ）役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容

　監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2019年６月27日開催の第84回定時株主総会において、年額

220百万円以内（うち社外取締役分13百万円以内）と決議いただいています。本有価証券報告書提出日現

在において当該決議の対象となる取締役の員数は７名（うち社外取締役２名。定款で定める監査等委員で

ない取締役の員数は７名以内）です。この報酬限度額には、2021年６月29日開催の第86回定時株主総会に

おいて決議いただいた譲渡制限付株式報酬額（年額12百万円以内）を含んでいます。

　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年６月27日開催の第84回定時株主総会において、年額40

百万円以内と決議いただいています。本有価証券報告書提出日現在において当該決議の対象となる取締役

の員数は３名（うち社外取締役２名。定款で定める監査等委員である取締役の員数は４名以内）です。

②役員報酬等

当事業年度における当社の役員報酬等の額は以下のとおりです。

（注）１．上記には、2021年６月29日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおりま

す。

２．非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の内容は、報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定しています。
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③取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項

　当社においては、取締役会決議に基づき報酬委員会に対し各取締役（監査等委員である取締役を除く。　　

以下、本項において同じ。）の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の賞与の評価配分の決定を委任し

ています。これらの権限を委任している理由は、当該委員会が代表取締役社長村林秀晃、取締役彦坂典男、社

外取締役上地崇夫及び社外取締役杉井　守の４名で構成されており、当社全体の業績を俯瞰しつつ、社外取締

役である委員の客観的な視点も取り入れて適切な判断が可能であると考えているためです。

④報酬等の額の決定過程における機関の活動状況

（報酬委員会）

・譲渡制限付株式報酬制度の導入および同制度導入に伴う「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定

方針等」の改定にかかわる答申内容の審議・決定

・当事業年度に支給する取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の個人別の賞与の額の

審議・決定

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の基本報酬の額の審議・決定

・取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式報酬の内容及び配分にかか

わる答申内容の審議・決定

（取締役会）

・譲渡制限付株式報酬制度の導入および同制度導入に伴う「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定

方針等」の改定内容の決定

・譲渡制限付株式報酬の内容及び配分、譲渡制限付株式としての自己株式の処分の決定

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 7 18

非上場株式以外の株式 7 1,539

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 44

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式を保有目的に応じて、純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分

しています。専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的で

ある投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である株式としています。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

定期的に取締役会において、保有に伴う便益、リスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しな

どを総合的に勘案し、保有の適否を検証しています。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果（注）
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ

906,000 906,000
事業活動の円滑な推進（注） 有

688 536

㈱鶴見製作所
229,000 254,000

事業活動の円滑な推進（注） 有
416 461

水道機工㈱
93,400 93,400

事業活動の円滑な推進（注） 有
165 194

㈱明電舎
54,000 54,000

事業活動の円滑な推進（注） 有
137 129

東海カーボン㈱
70,150 70,150

事業活動の円滑な推進（注） 有
80 125

ダイハツディーゼル

㈱

55,000 55,000
事業活動の円滑な推進（注） 有

27 27

ＭＳ＆ＡＤインシュ

アランスグループホ

ールディングス㈱

5,700 5,700
事業活動の円滑な推進（注） 有

22 18

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 9 253 9 220

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（百万円）

売却損益の
合計額（百万円）

評価損益の
合計額（百万円）

非上場株式 0 － －

非上場株式以外の株式 9 － 139

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

（注）定量的な保有効果は、記載が困難となっています。なお、保有の合理性につきましては、取締役会において、中長

期的な経済合理性や将来の見通しなどを総合的に勘案し検証しています。

③保有目的が純投資目的である投資株式
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号 

）に基づいて作成しています。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2021年４月１日から2022年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限

責任監査法人による監査を受けています。

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入しています。

- 39 -



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,026 5,909

受取手形及び売掛金 14,017 －

受取手形 － 933

売掛金 － 7,420

契約資産 － 10,217

電子記録債権 33 81

仕掛品 ※２ 1,738 ※２ 67

原材料及び貯蔵品 115 113

その他 436 150

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 23,367 24,892

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,930 6,983

減価償却累計額 △4,263 △4,351

建物及び構築物（純額） 2,667 2,631

機械装置及び運搬具 5,373 5,476

減価償却累計額 △4,500 △4,646

機械装置及び運搬具（純額） 872 830

土地 165 165

リース資産 68 72

減価償却累計額 △39 △47

リース資産（純額） 29 25

建設仮勘定 22 58

その他 2,697 2,753

減価償却累計額 △2,489 △2,527

その他（純額） 208 225

有形固定資産合計 3,965 3,937

無形固定資産 232 332

投資その他の資産

投資有価証券 2,616 2,806

退職給付に係る資産 24 －

繰延税金資産 174 129

その他 298 288

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 3,080 3,191

固定資産合計 7,278 7,461

資産合計 30,645 32,354

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,453 5,125

電子記録債務 － 1,021

リース債務 12 9

未払法人税等 925 883

前受金 1,102 －

契約負債 － 661

受注損失引当金 ※２ 148 ※２ 57

製品保証引当金 69 73

役員賞与引当金 110 97

その他 ※１ 1,730 ※１ 1,658

流動負債合計 9,553 9,587

固定負債

リース債務 19 18

退職給付に係る負債 25 43

繰延税金負債 2 0

その他 65 52

固定負債合計 112 115

負債合計 9,666 9,703

純資産の部

株主資本

資本金 810 810

資本剰余金 111 115

利益剰余金 20,503 22,061

自己株式 △1,027 △1,024

株主資本合計 20,397 21,963

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 730 792

繰延ヘッジ損益 18 6

為替換算調整勘定 △134 △94

退職給付に係る調整累計額 △31 △16

その他の包括利益累計額合計 582 688

純資産合計 20,979 22,651

負債純資産合計 30,645 32,354
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 21,750 ※１ 22,820

売上原価 ※３,※４,※５ 16,112 ※３,※４,※５ 17,099

売上総利益 5,638 5,720

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 3,090 ※２,※３ 3,294

営業利益 2,547 2,425

営業外収益

受取利息 5 14

受取配当金 73 76

受取賃貸料 69 71

その他 62 15

営業外収益合計 211 178

営業外費用

賃貸費用 17 17

固定資産処分損 6 10

支払保証料 8 11

その他 20 2

営業外費用合計 51 41

経常利益 2,707 2,563

特別利益

投資有価証券売却益 80 28

補助金収入 － 28

特別利益合計 80 56

税金等調整前当期純利益 2,787 2,620

法人税、住民税及び事業税 891 823

法人税等調整額 △107 △80

法人税等合計 784 742

当期純利益 2,003 1,877

親会社株主に帰属する当期純利益 2,003 1,877

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当期純利益 2,003 1,877

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 135 62

繰延ヘッジ損益 25 △11

為替換算調整勘定 26 39

退職給付に係る調整額 162 15

その他の包括利益合計 ※１,※２ 349 ※１,※２ 105

包括利益 2,353 1,983

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,353 1,983

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 810 111 18,883 △838 18,966

会計方針の変更による累積
的影響額

会計方針の変更を反映した当
期首残高

810 111 18,883 △838 18,966

当期変動額

剰余金の配当 △383 △383

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,003 2,003

自己株式の取得 △189 △189

自己株式の処分 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 - - 1,620 △189 1,430

当期末残高 810 111 20,503 △1,027 20,397

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額

合計

当期首残高 595 △7 △160 △194 232 19,199

会計方針の変更による累積
的影響額

会計方針の変更を反映した当
期首残高

595 △7 △160 △194 232 19,199

当期変動額

剰余金の配当 △383

親会社株主に帰属する当期
純利益

2,003

自己株式の取得 △189

自己株式の処分 -

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

135 25 26 162 349 349

当期変動額合計 135 25 26 162 349 1,780

当期末残高 730 18 △134 △31 582 20,979

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 810 111 20,503 △1,027 20,397

会計方針の変更による累積
的影響額

156 156

会計方針の変更を反映した当
期首残高

810 111 20,660 △1,027 20,553

当期変動額

剰余金の配当 △476 △476

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,877 1,877

自己株式の取得 -

自己株式の処分 4 3 7

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － 4 1,401 3 1,409

当期末残高 810 115 22,061 △1,024 21,963

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額

合計

当期首残高 730 18 △134 △31 582 20,979

会計方針の変更による累積
的影響額

156

会計方針の変更を反映した当
期首残高

730 18 △134 △31 582 21,136

当期変動額

剰余金の配当 △476

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,877

自己株式の取得 -

自己株式の処分 7

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

62 △11 39 15 105 105

当期変動額合計 62 △11 39 15 105 1,515

当期末残高 792 6 △94 △16 688 22,651

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,787 2,620

減価償却費 486 530

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

株式報酬費用 － 5

受注損失引当金の増減額（△は減少） △95 1

製品保証引当金の増減額（△は減少） 31 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 38 △13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38 39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △24 24

受取利息及び受取配当金 △79 △91

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産処分損益（△は益） 6 10

為替差損益（△は益） △0 △0

投資有価証券売却損益（△は益） △124 △28

補助金収入 － △28

売上債権の増減額（△は増加） △1,815 △3,087

棚卸資産の増減額（△は増加） △561 98

その他の資産の増減額（△は増加） △160 245

仕入債務の増減額（△は減少） 840 692

未払消費税等の増減額（△は減少） 68 △94

前受金の増減額（△は減少） 109 －

契約負債の増減額（△は減少） － △36

その他の負債の増減額（△は減少） 218 15

小計 1,764 906

利息及び配当金の受取額 78 91

法人税等の支払額 △543 △863

補助金の受取額 － 28

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,298 162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △59 △21

定期預金の払戻による収入 71 21

有形固定資産の取得による支出 △648 △556

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △62 △192

投資有価証券の取得による支出 △680 △120

投資有価証券の売却による収入 363 78

貸付けによる支出 △11 －

貸付金の回収による収入 1 5

投資その他の資産の増減額（△は増加） △8 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,033 △788

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △14 △14

自己株式の取得による支出 △189 －

配当金の支払額 △383 △476

財務活動によるキャッシュ・フロー △587 △490

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △320 △1,119

現金及び現金同等物の期首残高 7,326 7,005

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 7,005 ※ 5,885

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　3社

連結子会社の名称

電業社工事株式会社

株式会社エコアドバンス

DMWインド社（DMW CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED)

(2）非連結子会社

非連結子会社の対象会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

持分法の対象会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しています。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②　棚卸資産

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、主として定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物及び構築物          ３年～60年

機械装置及び運搬具      ４年～17年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（概ね５年）に

基づく定額法）

③　投資不動産

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

構築物                  10年～40年
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④　リース資産

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3）重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

②  受注損失引当金

受注工事の損失発生に備えるため、当連結会計年度末の手持受注工事のうち、損失発生の可能性が

高く、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能な工事について、損失見込額を計上しています。

③  製品保証引当金

完成工事に係る将来の無償保証工事費用の支出に備えるため、費用見込額を過去の実績を基礎に計

上しています。

④  役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しています。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準を採用しています。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してい

ます。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、風水力機械、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装置・廃棄物処理装置、配

電盤・電気計装制御装置・電気通信制御装置等の製造・販売、据付工事及びこれらに附帯する業務を主な

事業内容としており、すべての製品について種類、形式及び容量を異にする受注生産を行っています。

　これらの契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る

進捗率に基づき収益を認識しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価

に基づくインプット法を採用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることが

できないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識していま

す。期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①  ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用

しています。

②  ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………為替予約

ヘッジ対象………外貨建売掛金、外貨建買掛金

③  ヘッジ方針

為替相場変動に伴うリスクの軽減、金融収支改善のため、対象債権、債務の範囲内でヘッジを行っ

ています。

④  ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の締結時に、「外貨建取引に関する為替管理基準」に従って、外貨建による同一金額で同

一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確

保されており、その判定をもって有効性の判定に代えています。

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっています。

- 48 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益 10,071 21,363

（重要な会計上の見積り）

総製造原価の見積り（一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

・見積りの算出方法

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益は、履行義務の充足に係る進捗率に基づき測定さ

れ、履行義務の充足に係る進捗率は案件の総製造原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割

合（発生原価に基づくインプット法）に基づき算定しています。

総製造原価見積額は、費目ごとに積み上げられた実行予算に基づく見積りであり、実際の製造状況を勘

案した上で適時適切な見直しを行っています。

・見積りの算出に用いた主な仮定

当社グループの製品は案件ごとに仕様や工期等が異なる個別受注生産であることから、総製造原価の見

積りにあたっては画一的な判断尺度を得ることは難しい状況にあります。そのため、原材料や購入品等の

調達価格、社外工事費、設計工数等の各製造コストに対し、過去実績を参考とした一定の仮定を基に算定

を行っています。

・翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益を計上する案件の工期は、一般的に長期にわたるこ

とから、進行途中における契約内容の変更や仕様変更等により、総製造原価見積額が変動する場合があり

ます。これに伴い履行義務の充足に係る進捗率が変動することから、翌連結会計年度の売上高に影響を与

える可能性があります。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、従来は、

進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約に

ついては工事完成基準を適用していましたが、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれ

て、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積り

の方法は、発生原価に基づくインプット法を採用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に

見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識

しています。期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計

基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべて

の収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また

書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契

約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益

剰余金に加減しています。

また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」

は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示し

ていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準

第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行って

いません。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、契約資産は

2,320百万円増加し、仕掛品は1,985百万円減少しています。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は

758百万円増加し、売上原価は493百万円増加し、販売費及び一般管理費は23百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ241百万円増加しています。
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当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は241百万円増加し、売上債

権の増減額は822百万円増加し、棚卸資産の増減額は409百万円減少しています。

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益

剰余金の期首残高は156百万円増加しています。

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関

係」注記については記載していません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ

ととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号  2019年

７月４日）第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては

記載していません。

（未適用の会計基準等）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日　企業会計

基準委員会）

(1）概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第31号）の2021

年６月17日の改正は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係

者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合

等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、

概ね１年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2）適用予定日

2023年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点

で評価中です。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記していました「営業外費用」の「寄付金」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「寄付金」に表示していた17百

万円は、「その他」として組み替えています。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて）

当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時におけ

る入手可能な情報に基づき実施しています。その中で、新型コロナウイルス感染症による当社グループの営

業収益等への影響は軽微であると仮定しています。

なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況に

よっては、翌連結会計年度以降における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に影響を及ぼす可能性があります。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

仕掛品 131百万円 0百万円

（連結貸借対照表関係）

※１　消費税等の表示

未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しています。

※２　損失が見込まれる工事契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しています。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応する額は次のとおりで

す。

　前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

販売手数料 104百万円 140百万円

荷造運送費 266 370

給与手当・賞与等 1,517 1,558

役員賞与引当金繰入額 108 91

退職給付費用 84 92

旅費交通費・通信費 80 78

租税公課 94 90

減価償却費 30 33

賃借料 194 193

　前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

253百万円 271百万円

　前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

△0百万円 △0百万円

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

148百万円 57百万円

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しています。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

※４　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれて

います。

※５　売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 325百万円 114百万円

組替調整額 △124 △28

計 200 86

繰延ヘッジ損益：

当期発生額 36 △18

組替調整額 0 1

計 36 △16

為替換算調整勘定：

当期発生額 26 39

退職給付に係る調整額：

当期発生額 176 12

組替調整額 57 9

計 234 21

税効果調整前合計 498 131

税効果額 △148 △25

その他の包括利益合計 349 105

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

税効果調整前 200百万円 86百万円

税効果額 △65 △23

税効果調整後 135 62

繰延ヘッジ損益：

税効果調整前 36 △16

税効果額 △11 5

税効果調整後 25 △11

為替換算調整勘定：

税効果調整前 26 39

税効果額 － －

税効果調整後 26 39

退職給付に係る調整額：

税効果調整前 234 21

税効果額 △71 △6

税効果調整後 162 15

その他の包括利益合計

税効果調整前 498 131

税効果額 △148 △25

税効果調整後 349 105

（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額

※２　その他の包括利益に係る税効果額
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 4,776 － － 4,776

合計 4,776 － － 4,776

自己株式

普通株式　（注） 480 65 － 546

合計 480 65 － 546

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年５月22日

取締役会
普通株式 193 45.0 2020年３月31日 2020年６月30日

2020年11月13日

取締役会
普通株式 190 45.0 2020年９月30日 2020年12月14日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2021年５月24日

取締役会
普通株式 274 利益剰余金 65.0 2021年３月31日 2021年６月10日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株数の増加65千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加65千株、単元未満株

式の買取りによる増加０千株によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 4,776 － － 4,776

合計 4,776 － － 4,776

自己株式

普通株式　（注） 546 － 1 544

合計 546 － 1 544

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年５月24日

取締役会
普通株式 274 65.0 2021年３月31日 2021年６月10日

2021年11月11日

取締役会
普通株式 201 47.5 2021年９月30日 2021年12月13日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2022年５月23日

取締役会
普通株式 296 利益剰余金 70.0 2022年３月31日 2022年６月10日

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株数の減少１千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

現金及び預金勘定 7,026百万円 5,909百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △21 △23

現金及び現金同等物 7,005 5,885

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

当社三島事業所（工場）における事務機器です。

②リース資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用については、必要な資金の流動性に応じて有効活用を図っています。短期的に

必要な資金に対しては、元本確保と高流動性の維持を優先して運用し、その他の資金は株式・債券・投資

信託にて運用しています。資金調達については、必要な期間に限り銀行等金融機関からの借入により調達

しています。また、外貨建売買取引に係る為替変動リスクを軽減する目的で為替予約を行っています。為

替予約は、為替リスクの軽減目的のみに限定し、投機取引やトレーディング目的の取引は行いません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。外貨建の売掛金・買掛金

は、為替の変動リスクに晒されています。また、有価証券及び投資有価証券は、主に公社債投資信託や業

務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格や為替の変動リスクに晒されています。なお、外貨建取

引に係る為替変動リスクを軽減する目的で行っている為替予約の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀

行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しています。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクに関しては、その残高と回収状況を毎月収

集し、必要に応じて信用調査を行うなどのリスク管理を行っています。外貨建の売掛金・買掛金に係る為

替変動リスクに関しては、社内規程に則り、案件ごとの受注・購入発注時点に決済時期にあわせた為替予

約を実施することによりリスクをヘッジしています。また、有価証券及び投資有価証券の市場変動リスク

や為替変動リスクに関しては、銘柄選定を社長を含めた会議にて行い、運用状況は取締役会に報告するな

ど体制を整え、リスク管理を行っています。なお、為替予約取引に関するデリバティブ取引については、

社内規程を設け管理運用しています。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）受取手形及び売掛金 14,017 14,022 4

(2）有価証券及び投資有価証券(※2）

その他有価証券 2,598 2,598 0

資産計 16,615 16,621 5

(3）デリバティブ取引(※3） 26 26 －

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 17

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）売掛金 7,420 7,420 0

(2）有価証券及び投資有価証券(※2）

その他有価証券 2,788 2,789 0

資産計 10,208 10,209 1

(3）デリバティブ取引(※3） 9 9 －

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 17

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

前連結会計年度（2021年３月31日）

(※１）「現金及び預金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。

(※２）以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)有価証券及

び投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（ ）で示しています。

当連結会計年度（2022年３月31日）

(※１）「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」については、現金で

あること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。

(※２）市場価格のない株式等は、「(2）有価証券及び投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借

対照表計上額は以下のとおりです。

(※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては（ ）で示しています。
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１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

預金 7,021 － － －

受取手形及び売掛金 10,185 3,831 － －

電子記録債権 33 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期が

あるもの

社債 － 200 280 300

合計 17,240 4,031 280 300

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

預金 5,904 － － －

受取手形 933 － － －

売掛金 7,272 147 － －

電子記録債権 81 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期が

あるもの

社債 － 320 280 300

合計 14,192 467 280 300

(注）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

当連結会計年度（2022年３月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しています。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 1,793 － － 1,793

社債 － 898 － 898

デリバティブ取引

通貨関連 － 9 － 9

資産計 1,793 907 － 2,700

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

売掛金 － 7,420 － 7,420

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 － 1 － 1

資産計 － 7,422 － 7,422

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

(注１)投資信託の時価は上記に含めていません。投資信託の連結貸借対照表計上額は、96百万円です。

(注２)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

・売掛金

売掛金の時価は、債権ごとに債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味し、国債利回りの利率を基に割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

・有価証券及び投資有価証券

上場株式及び社債は、相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しています。一方で、当社が保有している社債及び株式形態のゴルフ会員権は、市場での取

引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しています。

・デリバティブ取引

為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された時価等によっており、レベル２の時価に分類しています。
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種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,702 716 985

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 582 580 2

③　その他 － － －

(3）その他 100 100 0

小計 2,385 1,396 989

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 12 12 △0

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 199 200 △0

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 212 212 △0

合計 2,598 1,609 988

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2021年３月31日）及び当連結会計年度（2022年３月31日）

該当事項はありません。

２．その他有価証券

前連結会計年度（2021年３月31日）

（注）１．非上場株式（連結貸借対照表計上額　17百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
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種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,781 700 1,080

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 200 200 0

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,982 900 1,081

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 12 12 △0

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 697 700 △2

③　その他 － － －

(3）その他 96 100 △3

小計 806 812 △6

合計 2,788 1,713 1,074

当連結会計年度（2022年３月31日）

（注）１．市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額　17百万円）については、上表の「その他有価証券」には含め

ていません。
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種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 156 80 －

(2）債券

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 241 44 －

合計 398 124 －

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 44 28 －

(2）債券

①  国債・地方債等 － － －

②  社債 － － －

③  その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 44 28 －

３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

４．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行っています。
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ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

売建

米ドル
売掛金

34 － △1

英ポンド 20 － △2

為替予約取引

買建

米ドル
買掛金

470 63 17

ユーロ 141 － 13

為替予約取引

売建

米ドル 売掛金 326 － (注）

為替予約取引

買建

ユーロ 買掛金 17 － (注）

合計 1,010 63 26

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2021年３月31日）及び当連結会計年度（2022年３月31日）

　該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（2021年３月31日）

（注）振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理されている外貨建金銭債権債務と一体として処理

されているため、その時価は、当該外貨建金銭債権債務の時価に含めて記載しています。
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ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の

振当処理

為替予約取引

売建

米ドル
売掛金

35 － △0

英ポンド 2 － △0

為替予約取引

買建

米ドル
買掛金

69 － 9

ユーロ 12 － 0

為替予約取引

売建

米ドル
売掛金

49 －

(注）
英ポンド 17 －

為替予約取引

買建

米ドル
買掛金

0 －

(注）
英ポンド 0 －

合計 187 － 9

当連結会計年度（2022年３月31日）

（注）振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理されている外貨建金銭債権債務と一体として処理

されているため、その時価は、当該外貨建金銭債権債務の時価に含めて記載しています。
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

退職給付債務の期首残高 3,473百万円 3,453百万円
勤務費用 243 230
利息費用 17 17
数理計算上の差異の発生額 △1 20
退職給付の支払額 △280 △92
その他 0 0

退職給付債務の期末残高 3,453 3,630

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

年金資産の期首残高 3,251百万円 3,452百万円
期待運用収益 105 28
数理計算上の差異の発生額 175 32
事業主からの拠出額 145 148
退職給付の支払額 △224 △75

年金資産の期末残高 3,452 3,586

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 2,772百万円 2,907百万円
年金資産 △3,452 △3,586

△679 △679
非積立型制度の退職給付債務 680 723

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1 43

退職給付に係る負債 25 43
退職給付に係る資産 △24 －

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1 43

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

勤務費用 245百万円 232百万円
利息費用 17 17
期待運用収益 △105 △28
数理計算上の差異の費用処理額 57 9

確定給付制度に係る退職給付費用 215 230

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付型企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度

（非積立型制度）を設けています。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされていない特別手当金を支払う場合があります。

また、当社執行役員のうち、従業員地位である者に対する執行役員退職慰労金を、退職給付債務及び退職給付に

係る負債並びに退職給付費用(勤務費用）に含めています。

なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してい

ます。また、国内連結子会社は中小企業退職金共済制度に加入しています。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（注）簡便法を採用している一部の連結子会社の退職給付費用及び中小企業退職金共済制度拠出金は、勤務
費用に計上しています。
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前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

数理計算上の差異 234百万円 21百万円

合　計 234 21

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

未認識数理計算上の差異 △45百万円 △24百万円

合　計 △45 △24

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

債券 38％ 40％
株式 25 23
一般勘定 35 35
その他 2 2

合　計 100 100

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

割引率 0.5～0.6％ 0.5～0.6％
長期期待運用収益率 3.23％ 0.83％

(5）退職給付に係る調整額
　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

(6）退職給付に係る調整累計額
　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

(7）年金資産に関する事項
①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

②　長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎

- 65 -



前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産

未払事業税等 56百万円 54百万円

未払費用 206 205

受注損失引当金 45 17

製品保証引当金 21 22

追加原価未払金 15 11

減価償却超過額 11 14

退職給付に係る負債 7 11

長期未払金 3 －

その他 99 95

繰延税金資産小計 466 433

　評価性引当額 △5 △5

繰延税金資産合計 460 427

繰延税金負債

圧縮記帳積立金 △9 △8

その他有価証券評価差額金 △258 △281

退職給付に係る資産 △7 －

その他 △13 △7

繰延税金負債合計 △288 △298

繰延税金資産の純額 172 128

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 30.49％ 30.49％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.25 1.11

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.18 △0.28

住民税均等割 0.23 0.25

評価性引当額の変動額 △2.95 0.03

その他 △0.71 △3.26

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.13 28.34

（税効果会計関係）

　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 122 120

期中増減額 △1 △1

期末残高 120 119

期末時価 1,350 1,364

（賃貸等不動産関係）

当社は、静岡県三島市及びその他の地域において、賃貸用の土地を有しています。当該土地は、賃借人によ

り、商業施設 (スーパーマーケット及び大型銭湯等) や駐車場に使用されています。2022年３月期における当

該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、48百万円 (賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計

上) です。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりです。

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

２．当連結会計年度末の時価は、重要性の高いものについては、「不動産鑑定評価基準」に準じた方法で、社外

の不動産鑑定士が算出した金額であり、その他のものについては、適切に市場価格を反映していると考えら

れる指標に基づき社内で算定したものです。
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製品機種区分
合計

ポンプ 送風機 バルブ その他

一時点で移転される財 1,000 366 26 62 1,457

一定の期間にわたり

移転される財
15,918 3,850 301 1,291 21,363

顧客との契約から

生じる収益
16,919 4,217 328 1,354 22,820

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 16,919 4,217 328 1,354 22,820

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 8,229百万円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 8,435

契約資産(期首残高) 7,317

契約資産(期末残高) 10,217

契約負債(期首残高) 697

契約負債(期末残高) 661

（収益認識関係）

１．　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

当社グループの収益認識における時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりです。

（単位：百万円）

２．　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

・顧客との契約及び履行義務に関する情報

当社グループは、風水力機械、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装置・廃棄物処理装置、配電盤・電

気計装制御装置・電気通信制御装置等の製造・販売、据付工事及びこれらに附帯する業務を主な事業内容としていま

す。

・取引価格の算定に関する情報

すべての製品について種類、形式及び容量を異にする受注生産を行っており、取引価格の算定にあたっては、契

約内容である製品仕様などに基づきそれぞれ積算の上価格設定を行っています。取引の対価は、主に受注時から履行

義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払を要求しています。履行義務充足

後の支払は、履行義務の充足時点から主に一年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでいません。

・履行義務への配分額の算定に関する情報

取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は識別されていないた

め、取引価格の履行義務への配分は行っていません。

・履行義務の充足時点に関する情報

約束された財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識しています。

契約内容のうち、期間がごく短い工事契約を除き、進捗部分について履行義務の充足が認められる工事契約につ

いては、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法（履行義務の充足に係る進捗率の見積

りは発生原価に基づくインプット法）を適用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もるこ

とができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。期間

がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

３．　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

・契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、顧客との工事契約について、期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の対価に対する当社グ

ループの権利に関するものです。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契
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約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、顧客との工事契約について、契約時の条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものです。

契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、697百万円です。契約

資産の増減は、主として収益認識（契約資産の増加）と、売上債権への振替（同、減少）により生じたものです。契

約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものです。

・残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、25,035百万円であり、当社グループ

は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて１年から４年の間で収益を認識することを見込んでいま

す。

（単位：百万円）

ポンプ 送風機 バルブ その他製品 合計

外部顧客への売上高 16,589 3,166 103 1,891 21,750

日本
アジア

(日本を除く)
アフリカ 中南米 その他 合計

18,259 3,083 314 47 46 21,750

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東京都 2,952 風水力機器の製造・据付・販売

㈱守谷商会 2,331 風水力機器の製造・据付・販売

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略していま

す。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は製品の納入先及びサービスの提供先を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

ポンプ 送風機 バルブ その他製品 合計

外部顧客への売上高 16,919 4,217 328 1,354 22,820

日本
アジア

(日本を除く)
アフリカ 中南米 その他 合計

19,153 3,203 283 57 122 22,820

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東京都 2,475 風水力機器の製造・据付・販売

㈱守谷商会 2,294 風水力機器の製造・据付・販売

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は製品の納入先及びサービスの提供先を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連　　
当事者と
の関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

主要株

主の子

会社

㈱守谷商会
東京都

中央区
810

機械総合

商社

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   ―

当社製

品の販

売

営業

取引

製品

売上
2,295

受取手形

売掛金

100

1,274

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
1,812

支払手形

買掛金

790

525

主要株

主の孫

会社

イワキ・モ

リタニ電工

㈱

大阪府大

阪市西淀

川区

35

風水力機

械等の据

付工事

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   2.0

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
305 買掛金 91

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連　　
当事者と
の関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

主要株

主の子

会社

㈱守谷商会
東京都

中央区
810

機械総合

商社

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   ―

当社製

品の販

売

営業

取引

製品

売上
2,227

受取手形

売掛金

契約資産

209

1,231

776

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
2,088

支払手形

電子記録

債務

買掛金

277

402

963

主要株

主の孫

会社

イワキ・モ

リタニ電工

㈱

大阪府大

阪市西淀

川区

35

風水力機

械等の据

付工事

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   2.0

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
629 買掛金 309

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連　　
当事者と
の関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

主要株

主の子

会社

㈱守谷商会
東京都

中央区
810

機械総合

商社

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   ―

製品の

販売

営業

取引

製品

売上
35 売掛金 7

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
13 買掛金 3

主要株

主の孫

会社

イワキ・モ

リタニ電工

㈱

大阪府大

阪市西淀

川区

35

風水力機

械等の据

付工事

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   2.0

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
3 買掛金 0

種類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連　　
当事者と
の関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）

主要株

主の子

会社

㈱守谷商会
東京都

中央区
810

機械総合

商社

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   ―

製品の

販売

営業

取引

製品

売上
66 売掛金 19

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
16 買掛金 7

主要株

主の孫

会社

イワキ・モ

リタニ電工

㈱

大阪府大

阪市西淀

川区

35

風水力機

械等の据

付工事

（被所有）

直接   ―

（所有）

直接   2.0

材料仕

入

営業

取引

材料

仕入
ー 買掛金 ー

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

製品売上については、総原価を勘案して各社希望価格を提示し、その都度価格交渉の上、一般的取引条件と同様

に決定しています。

材料仕入については、見積書を入手し、その都度価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しています。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

１株当たり純資産額 4,958.91円 5,351.57円

１株当たり当期純利益 471.20円 443.68円

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 2,003 1,877

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益（百万円）
2,003 1,877

普通株式の期中平均株式数（株） 4,252,439 4,231,980

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていま

す。この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額は81.91円増加し、１株当たり当期純利益は44.90円増

加しています。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － ―

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － ―

１年以内に返済予定のリース債務 12 9 － ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除
く。）

－ － － ―

リース債務（１年以内に返済予定のものを除
く。）

19 18 － 2023年～2026年

その他有利子負債 － － － ―

合計 31 28 － ―

区　分
１年超２年以内

（百万円）
２年超３年以内

（百万円）
３年超４年以内

（百万円）
４年超５年以内

（百万円）

リース債務 7 7 3 0

【借入金等明細表】

（注）１．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除しない金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

す。

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円） 3,552 7,579 12,157 22,820

税金等調整前四半期（当期）純利益　　　　（百万円） 20 91 439 2,620

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） 9 52 315 1,877

１株当たり四半期（当期）純利益　　　　　　　（円） 2.19 12.49 74.45 443.68

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　　　（円） 2.19 10.30 61.95 369.17

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,537 5,404

受取手形 583 927

売掛金 ※ 13,012 ※ 6,854

契約資産 － 10,179

電子記録債権 33 81

仕掛品 1,621 67

原材料及び貯蔵品 100 104

前渡金 480 99

前払費用 13 18

その他 ※ 102 ※ 129

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 22,485 23,868

固定資産

有形固定資産

建物 1,997 1,914

構築物 495 538

機械及び装置 744 714

車両運搬具 6 5

工具、器具及び備品 184 197

土地 165 165

リース資産 29 25

建設仮勘定 22 58

有形固定資産合計 3,646 3,621

無形固定資産

ソフトウエア 104 142

ソフトウエア仮勘定 49 105

その他 6 6

無形固定資産合計 159 254

投資その他の資産

投資有価証券 2,616 2,806

関係会社株式 673 673

従業員に対する長期貸付金 15 10

長期前払費用 6 0

前払年金費用 70 13

繰延税金資産 151 115

その他 254 252

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 3,753 3,839

固定資産合計 7,560 7,715

資産合計 30,045 31,583

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,343 1,085

電子記録債務 － 1,021

買掛金 ※ 2,907 ※ 3,877

リース債務 12 9

未払金 ※ 673 ※ 579

未払費用 708 703

未払法人税等 899 838

前受金 1,102 －

契約負債 － 660

預り金 24 21

前受収益 0 0

受注損失引当金 148 57

製品保証引当金 69 73

役員賞与引当金 103 87

その他 262 302

流動負債合計 9,255 9,317

固定負債

リース債務 19 18

退職給付引当金 3 6

その他 65 52

固定負債合計 88 77

負債合計 9,344 9,395

純資産の部

株主資本

資本金 810 810

資本剰余金

資本準備金 28 28

その他資本剰余金 82 86

資本剰余金合計 111 115

利益剰余金

利益準備金 202 202

その他利益剰余金 19,857 21,285

利益剰余金合計 20,059 21,487

自己株式 △1,027 △1,024

株主資本合計 19,953 21,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 730 792

繰延ヘッジ損益 18 6

評価・換算差額等合計 748 799

純資産合計 20,701 22,188

負債純資産合計 30,045 31,583
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当事業年度
(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 ※２ 20,652 ※２ 21,786

売上原価 ※２ 15,333 ※２ 16,493

売上総利益 5,319 5,292

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 2,888 ※１,※２ 3,048

営業利益 2,430 2,243

営業外収益

受取利息 4 ※２ 12

受取配当金 ※２ 76 ※２ 85

受取賃貸料 ※２ 73 ※２ 75

その他 57 11

営業外収益合計 211 184

営業外費用

賃貸費用 17 17

その他 32 25

営業外費用合計 50 43

経常利益 2,592 2,384

特別利益

投資有価証券売却益 80 28

補助金収入 － 28

特別利益合計 80 56

税引前当期純利益 2,672 2,441

法人税、住民税及び事業税 859 775

法人税等調整額 △117 △81

法人税等合計 741 694

当期純利益 1,931 1,747

②【損益計算書】
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前事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 7,942 50.3 8,146 49.4

Ⅱ　労務費 2,741 17.3 2,756 16.7

Ⅲ　経費 5,174 32.7 5,573 33.8

（うち据付工事費） （2,118） （2,791）

（うち減価償却費） （424） （462）

（うち外注加工費） （1,158） （887）

（うち外注木型費） （297） （265）

Ⅳ　受注損失引当金繰入額等 △51 △0.3 7 0.1

当期総製造費用 15,806 100.0 16,483 100.0

期首仕掛品棚卸高 1,148 82

合計 16,955 16,566

期末仕掛品棚卸高 1,621 67

他勘定振替高 ※ 0 5

当期製品製造原価 15,333 16,493

項目

前事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

固定資産他 0百万円 5百万円

【製造原価明細書】

※　他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

（注）　原価計算の方法

当社は種類、形式及び容量を異にする製品の受注生産を行っていますので、個別原価計算方法を採用していま

す。すべての原価要素は原則として実際原価によっていますが、直接賃金、製造間接費、製品管理費、調達管

理費、社内工事費、社内設計部費の単価については予定原価を用い、実際原価との差額は原則として毎期末調

整計算を行い、売上原価と棚卸資産とに科目別に配賦しています。
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

当期首残高 810 28 82 111 202 18,309 18,511

会計方針の変更に
よる累積的影響額

会計方針の変更を反
映した当期首残高

810 28 82 111 202 18,309 18,511

当期変動額

剰余金の配当 △383 △383

当期純利益 1,931 1,931

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 - - - - - 1,547 1,547

当期末残高 810 28 82 111 202 19,857 20,059

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △838 18,594 595 △7 587 19,182

会計方針の変更に
よる累積的影響額

会計方針の変更を反
映した当期首残高

△838 18,594 595 △7 587 19,182

当期変動額

剰余金の配当 △383 △383

当期純利益 1,931 1,931

自己株式の取得 △189 △189 △189

自己株式の処分 - -

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

135 25 160 160

当期変動額合計 △189 1,358 135 25 160 1,518

当期末残高 △1,027 19,953 730 18 748 20,701

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

当期首残高 810 28 82 111 202 19,857 20,059

会計方針の変更に
よる累積的影響額

156 156

会計方針の変更を反
映した当期首残高

810 28 82 111 202 20,013 20,216

当期変動額

剰余金の配当 △476 △476

当期純利益 1,747 1,747

自己株式の取得

自己株式の処分 4 4

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － 4 4 － 1,271 1,271

当期末残高 810 28 86 115 202 21,285 21,487

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,027 19,953 730 18 748 20,701

会計方針の変更に
よる累積的影響額

156 156

会計方針の変更を反
映した当期首残高

△1,027 20,109 730 18 748 20,858

当期変動額

剰余金の配当 △476 △476

当期純利益 1,747 1,747

自己株式の取得 - -

自己株式の処分 3 7 7

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

62 △11 51 51

当期変動額合計 3 1,279 62 △11 51 1,330

当期末残高 △1,024 21,388 792 6 799 22,188

当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　　３年～50年

構築物　　　　　　　　３年～60年

機械及び装置　　　　　５年～12年

車両運搬具　　　　　　４年～７年

工具、器具及び備品　　２年～20年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（概ね５年）に基づく

定額法）

(3）投資不動産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

構築物　　　　　　　　10年～40年

(4）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2）受注損失引当金

受注工事の損失発生に備えるため、当事業年度末の手持受注工事のうち、損失発生の可能性が高く、か

つ、その金額を合理的に見積ることが可能な工事について、損失見込額を計上しています。

(3）製品保証引当金

完成工事に係る将来の無償保証工事費用の支出に備えるため、費用見込額を過去の実績を基礎に計上して

います。

(4）役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しています。
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(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しています。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を

控除した額を超過する場合は、前払年金費用として計上しています。また、執行役員のうち、従業員地位で

ある者に対しての退職金支給に備えるため、会社内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しています。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

５．収益及び費用の計上基準

当社は、風水力機械、海水淡水化用エネルギー回収装置、廃水処理装置・廃棄物処理装置、配電盤・電気

計装制御装置・電気通信制御装置等の製造・販売、据付工事及びこれらに附帯する業務を主な事業内容とし

ており、すべての製品について種類、形式及び容量を異にする受注生産を行っています。

これらの契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進

捗率に基づき収益を認識しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基

づくインプット法を採用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができな

いが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。期間が

ごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用してい

ます。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………為替予約

ヘッジ対象………外貨建売掛金、外貨建買掛金

(3）ヘッジ方針

為替相場変動に伴うリスクの軽減、金融収支改善のため、対象債権、債務の範囲内でヘッジを行っていま

す。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の締結時に、「外貨建取引に関する為替管理基準」に従って、外貨建による同一金額で同一期日

の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性の判定に代えています。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異な

っています。
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（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益 10,071 20,308

（重要な会計上の見積り）

総製造原価の見積り（一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益）

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

・見積りの算出方法

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益は、履行義務の充足に係る進捗率に基づき測定さ

れ、履行義務の充足に係る進捗率は案件の総製造原価見積額に対する事業年度末までの発生原価の割合

（発生原価に基づくインプット法）に基づき算定しています。

総製造原価見積額は、費目ごとに積み上げられた実行予算に基づく見積りであり、実際の製造状況を勘

案した上で適時適切な見直しを行っています。

・見積りの算出に用いた主な仮定

当社の製品は案件ごとに仕様や工期等が異なる個別受注生産であることから、総製造原価の見積りにあ

たっては画一的な判断尺度を得ることは難しい状況にあります。そのため、原材料や購入品等の調達価

格、社外工事費、設計工数等の各製造コストに対し、過去実績を参考とした一定の仮定を基に算定を行っ

ています。

・翌事業年度の財務諸表に与える影響

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益を計上する案件の工期は、一般的に長期にわたるこ

とから、進行途中における契約内容の変更や仕様変更等により、総製造原価見積額が変動する場合があり

ます。これに伴い履行義務の充足に係る進捗率が変動することから、翌事業年度の売上高に影響を与える

可能性があります。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、従来は、進捗

部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約につい

ては工事完成基準を適用していましたが、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一

定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法

は、発生原価に基づくインプット法を採用しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積も

ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識してい

ます。期間がごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準

第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の

額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)

に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映

した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減

しています。

また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当

事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前

受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定

める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は2,282百

万円増加し、仕掛品は1,949百万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、売上高は760百万円増加し、

売上原価は495百万円増加し、販売費及び一般管理費は23百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ241百万円増加しています。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余
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金の期首残高は156百万円増加しています。

当事業年度の１株当たり純資産額は81.91円増加し、１株当たり当期純利益は44.90円増加しています。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」

注記については記載していません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて）

当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時における入手可能な

情報に基づき実施しています。その中で、新型コロナウイルス感染症による当社の営業収益等への影響は軽

微であると仮定しています。

なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況に

よっては、翌事業年度以降における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼ

す可能性があります。
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前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

短期金銭債権 35百万円 136百万円

短期金銭債務 9 5

（貸借対照表関係）

※　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　前事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当事業年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

荷造運送費 253百万円 362百万円

給与手当、賞与等 1,414 1,433

役員賞与引当金繰入額 100 80

退職給付費用 78 86

減価償却費 27 27

前事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業取引による取引高

売上高 48百万円 61百万円

仕入高

販売費及び一般管理費

232

27

284

30

営業取引以外の取引による取引高 7 12

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度70％、当事業年度72％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度30％、当事業年度28％です。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

※２　関係会社との取引高

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 673

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 673

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2021年３月31日）

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

当事業年度（2022年３月31日）

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産

未払事業税等 55百万円 52百万円

未払費用 201 198

受注損失引当金 45 17

製品保証引当金 21 22

追加原価未払金 10 11

減価償却超過額 11 14

長期未払金 3 －

その他 98 94

繰延税金資産合計 446 411

繰延税金負債

圧縮記帳積立金 △7 △7

その他有価証券評価差額金 △258 △281

前払年金費用 △21 △4

その他 △7 △2

繰延税金負債合計 △295 △296

繰延税金資産の純額 151 115

前事業年度
（2021年３月31日）

当事業年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 30.49％ 30.49％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.31 1.19

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.19 △0.30

住民税均等割 0.22 0.24

評価性引当額の変動額 △3.11 －

その他 △0.98 △3.18

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.74 28.44

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

- 85 -



区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産

建物 1,997 22 5 99 1,914 2,966

構築物 495 77 － 34 538 1,346

機械及び装置 744 97 0 127 714 4,478

車両運搬具 6 2 － 3 5 56

工具、器具及び備品 184 186 0 172 197 2,489

土地 165 － － － 165 －

リース資産 29 9 － 13 25 47

建設仮勘定 22 323 287 － 58 －

計 3,646 718 293 450 3,621 11,384

無形固定資産

ソフトウエア 104 79 － 40 142 107

ソフトウエア仮勘定 49 135 79 － 105 －

その他 6 － － － 6 －

計 159 214 79 40 254 107

投資その他の

資産

その他 67 － － 1 66 56

計 67 － － 1 66 56

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

構築物　　　　　　　工場内　水道配管改修（消火栓、井水、市水）　　　　　　　　　   61百万円

構築物　　　　　　　技術研究所　エアー配管、安全柵、弁類、防音塀、揚水・排水管　   12百万円

機械及び装置　　　　縦型自動収納庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     26百万円

機械及び装置　　　　消火栓用ポンプ、電源、キュービクル変圧器他　　　　　　　　     20百万円

機械及び装置　　　　技術研究所　インバータ盤、圧力タンク、操作盤、電磁流量計　     15百万円

工具、器具及び備品　PDMサーバ、操作マニュアル　　　　　　　　　　　　　　　　　    28百万円

工具、器具及び備品　３Ｄスキャナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   10百万円

ソフトウエア　　　　TOSS改修　収益認識基準対応　　　　　　　　　　　　　　　　　   35百万円

ソフトウエア　　　　PDMシステムカスタマイズ、サーバ関連ソフト他　　　　　　　　　  13百万円

ソフトウエア　　　　DPCSⅢ 部品位置情報管理、収益認識基準移行ソフト、機能改善他　  10百万円

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 33 － 0 33

受注損失引当金（※） 55 57 55 57

製品保証引当金 69 96 92 73

役員賞与引当金 103 87 103 87

【引当金明細表】

（単位：百万円）

（※）「収益認識に関する会計基準」適用に伴う影響額93百万円を当期首残高から除いて記載しています。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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事業年度 毎年４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月開催

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し

て行います。

公告掲載ウェブサイト

https://www.dmw.co.jp/

株主に対する特典

毎年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録されている100株以上所有の

株主に対し1,500円相当、300株以上所有の株主に対し3,000円相当の静岡

茶を５月下旬頃に贈呈

第６【提出会社の株式事務の概要】

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと

定款で定めています。

　　　(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

(1) 有価証券報告書

及びその添付書類並びに確認書

事業年度

（第86期）

自　2020年４月１日

至　2021年３月31日

2021年６月29日

関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類 2021年６月29日

関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書  (第87期

第1四半期)

自　2021年４月１日

至　2021年６月30日

2021年８月10日

関東財務局長に提出

 (第87期　　

第2四半期)

自　2021年７月１日

至　2021年９月30日

2021年11月12日

関東財務局長に提出

 (第87期　　

第3四半期)

自　2021年10月１日

至　2021年12月31日

2022年２月14日

関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第９号の２（株主総会にお

ける議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書

2021年６月30日

関東財務局長に提出

２【その他の参考情報】

 　　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2022年６月29日

株式会社電業社機械製作所

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 廣田　剛樹

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 井澤　依子

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社電業社機械製作所の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社電業社機械製作所及び連結子会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社及び連結子会社は、風水力機械、海水淡水化用エネ

ルギー回収装置、廃水処理装置・廃棄物処理装置、配電

盤・電気計装制御装置・電気通信制御装置等の製造・販

売、据付工事及びこれらに附帯する業務を主な事業内容と

しており、すべての製品について種類、形式及び容量を異

にする受注生産を行っている。連結財務諸表注記「（連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会計方

針に関する事項(5）重要な収益及び費用の計上基準」及び

連結財務諸表注記（重要な会計上の見積り）に記載のとお

り、会社及び連結子会社は、当連結会計年度末までの工事

進捗部分について履行義務の充足が認められる工事契約に

ついては、主として一定の期間にわたり履行義務を充足し

収益を認識する方法（履行義務の充足に係る進捗度の見積

りはコストに基づくインプット法）を適用している。当連

結会計年度の売上高22,820百万円のうち、一定の期間にわ

たり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上した

工事完成高は、21,363百万円と94％を占めている。

　一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方

法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗率

に基づき測定され、当該進捗率は案件の総製造原価見積額

に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算

定される。

　製品は案件ごとに仕様や工期等が異なる個別受注生産で

あることから、総製造原価の見積りにあたっては画一的な

判断尺度を得られにくい。このため、総製造原価の見積り

は、経営者による一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴う

ものとなる。

　また、工期は一般的に長期にわたることから、進行途中

における契約の変更や仕様変更により、原材料や購入品等

の調達価格、社外工事費等の各製造コストの変動が生じる

場合があり、総製造原価の適時・適切な見直しには複雑性

が伴う。

　以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務

を充足し認識する収益及び進捗率の計算に当たり、総製造

原価の見積りが、当連結会計年度において特に重要であ

り、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識する方法における総製造原価の見積りの妥当性を

検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

　総製造原価の見積りに関する会社の以下の内部統制の整

備・運用状況の有効性を評価した。

・総製造原価の見積りの基礎となる実行予算書（工事の

原価管理のために作成され承認された予算書）が専門知

識を有する工事担当者等により作成され、必要な承認に

より信頼性を確保するための統制

・案件の損益管理や進捗状況について、総製造原価の信

頼性に責任を持つ原価管理部署がモニタリングを行い、

その状況や顧客からの仕様変更指示に応じて、適時・適

切に総製造原価の見積りの改訂が行われる体制

(2) 総製造原価の見積りの妥当性の評価

　工事請負額、工事損益、工事の施工状況の内容に照らし

て、総製造原価の見積りの不確実性が相対的に高い工事を

識別し、以下の手続を実施した。

・総製造原価の見積りについて、その計算の基礎となる

実行予算書と照合し、工事契約の目的物に照らして整合

しているか、費目ごとに積上げにより計算されている

か、また、実行予算書の中に、将来の不確実性に対応す

ることを理由として異常な金額の調整項目が入っていな

いかどうか検討を行った。

・当連結会計年度末の総製造原価見積額について、当連

結会計年度における新規案件は当初の総製造原価見積額

と、前連結会計年度からの継続案件については前連結会

計年度末の総製造原価見積額と比較した。さらに、かか

る変動が一定の基準以上のものについては、原価管理部

署の責任者への質問、業者からの見積書との照合によ

り、変動内容が案件の実態が反映されたものであるかど

うか検討した。

・原価管理部署の責任者に、案件の進捗状況及び総製造

原価見積額の変動の要否の判断について質問を行い、費

用の発生状況に照らして回答の合理性を検討した。

・工場の製造現場の視察を行い、原材料及び購入品並び

に組立品の製造工程への投入状況が既発生原価及び履行

義務の充足に係る進捗率と整合しているか検討した。

・総製造原価の事前の見積額とその確定額又は再見積額

を比較することによって、総製造原価の見積りプロセス

の評価を行った。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。



　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社電業社機械製作

所の２０２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社電業社機械製作所が２０２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表



※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上



独立監査人の監査報告書

2022年６月29日

株式会社電業社機械製作所

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 廣田　剛樹

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 井澤　依子

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（一定の期間にわたり履行義務を充足し認識す

る収益）と同一内容であるため、記載を省略している。

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社電業社機械製作所の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第８７期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社電業社機械製作所の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財



※１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上



【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年６月29日

【会社名】 株式会社電業社機械製作所

【英訳名】 DMW CORPORATION

【代表者の役職氏名】
代表取締役社長

最高執行役員社長　村林　秀晃

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北１丁目５番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社電業社機械製作所大阪支店

（大阪市中央区南本町２丁目６番12号）

株式会社電業社機械製作所名古屋支店

（名古屋市中区栄２丁目４番18号）

【表紙】



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役村林秀晃は、当社の第87期（自2021年４月１日　至2022年３月31日）の有価証券報告書の記載内容

が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　代表取締役社長である村林秀晃は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計

審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部

統制を整備及び運用している。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該

統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し

た。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内

部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社につい

ては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している事業拠点を「重要

な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、

売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ

以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目

に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プ

ロセスとして評価対象に追加している。

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

４【付記事項】

　該当事項なし

５【特記事項】

　該当事項なし


